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東北大学

Ｏ、文学部教官有志懇談会
？{

1．この「試案」が、新しい高等教育のあり方としても一般社会の要請や

「多数の国民のさまざまな要求」に対応しようとする意図のもとに改革の

基本的方向を提示している点は．昨今のさまざまな情勢の分析と反省のう

えに立つものとして．それなりに評価されなければなるまい｡しかしなが

ら、地域社会の要求や国の産業界・経済界の要請という時事的必要性のみ

を過度に強調するような方向において改革力;考究され、しかもその具体的

な推進に当たって．たえず「国民的合意」を重視すべきことが指摘されて

いるのは。大学の「自主的な努力」への道を暗黙のうちに閉ざし、ひいて

は．研究と教育の本来の機能を衰退させるに至るおそれがあるので、今後

慎重に検討されなければならない重要な問題である。

右のことと関連して、この「試案」においては.､全体として、研究と教

育の本質的要請よりも、むしろ社会的､経済的側面からの要請が優先時に

考慮されており、Ｌたがって．実用的な領域の「教育」に重点をおく傾向

が著しく、基礎的な分野の「研究」．特に文学部系統の学問の研究と教育

についての配慮に欠ける点の多い事実は、きわめて遺憾であると考えられ

る。

2．本来．大学は学問研究に徹すべき機関としての重要な一面をも持つもの

である。そのことは、この「試案」において．大学院を中心とする第五種

および第六種の「教育研究機関」の設置によって一応考慮されてはいるが．

それらの機関に緊密に接続して、期待されるような成果をあげるための一

貫した教育体系を示す制度は．必ずしも＋全であるとは言えない。大学が．

真に正常な機能と役割を果たすためには．まず研究それ自体の持つ意義が

十分に認識されることが必要であり．それに基づいて制度的に一貫した研
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究体制の確立されることが望ましい。「試案」においては．その点に関し

て具体性に欠ける憾みがある。殊に、第五種・第六種の「教育研究機関」

の内容を明確化するとともに．各種機関相互の連絡が円滑に行なわれうる

よう配慮される必要があるだろう、また｡特に第六圏の．いわゆる大学院

大学が．下から稲み重ねられた直接の基盤と一貫した教育体系（例えば．

現行の学部後期課程・大学院修士課程に相当するもの）を持つことも真剣

に考慮されるべきであろう,、

なお．この「試案」ては．役割の分担と機能の分化という前提のもとに、

「教育機関」と「教育研究機関」の区別を立て．研究と教育の分離を強く

指向しているが、少なくとも大蝋特に文学部においては、研究と教育は

常に不可分な表裏一体の関係を保つぺきものであって．その分離を企図す

る立場には賛同しがたい。それはまた．ときとして、大学における研究と

教育の自由を阻害する契機ともなりうるものであることに留意すべきであ

ろう。

ａ大学の管理・運営体制が、合理的に改善されることは望ましいことでは

あるが．「試案」ては．例えば．執行機関と審議機関の分立や．「学外の

有識者」を加えるなど．その「効率性」にのみL重点をおいた管理機構の一

方的な強化が強調されている。これは､大学の自治の問題にもかかわる重

要な提言だので．安易に見過ごすわけにはいかない。従来の教授会・評議

会を中心とする大学の自主的な意思決定に基づく管理・運営の制度や慣行

には、今後、なんらかの改善を必要とされる点があるかもしれないが、そ

の基本的方向は、あくまでも尊重されるべきであろう。そうした意味にお

いても、例えば教員の人事について．「学外の専門家の参与」を求めよう

とする「試案」の新たな提案には．大学のあり方としてきわめて不安な点

が多いので．にわかには従いがたく、今後もなお慎重に検討を加えていく

ことが肝要である。
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Ｏ殻奇学部教授会

１，大学の教育・研究体制の改革は．何よりもまず各大学において自主的に

検討されるべきである。現実に、各大学において、この点に関する改革が

検討され、進められている折から．高等教育全般に関する性急な一般的構

想をたて、これを具体的に実現しようと急ぐことは．適当でない。

1．今回の「基本構想試案」には、大学の学術・研究体制の改革に関する糖

想は含まれておらず、今後の課題とされている。

本来．大学における教育は、その研究体制と不可分のものであり．後者

に関する改革構想を欠いたままで教育体制の改革のみを画一的に構想する

ことは．大学本来の方向での改革をあやまるおそれがある。その意味でも．

「高等教育」の一般的改革のみを先行させることば．適当でない。

Ｏ法学部

研究教育に責任を負うべき大学のあり方については、現在．各大学がそれ

ぞれの個性的事情を踏まえて自主的に改革の方向を探求しており．その成果

も除々に出はじめている。このようなときに、それらの努力を阻害するよう

な一律的な枠づけをすることは望ましくないと考える。

Ｏ経済学部教授会

試案の論点はすこぶる多岐にわたり、また不明確な点も少なくない。した

がって現在の時点で細部にわたる意見をのぺることはできないが．以下の点

については批判をもつｅ

(1)高等教育の改革は、わが国教育制度全体の中で長期的展望のもとに構想

さるべきであるが、「試案」は初等・中等教育に対する検討の未了の状態
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で、それに先行して出されている。

(2)国民および社会各層の要請といわれるものの実質は．産業の高度>成長に

即応する技術的要請に重点があり．その結果、大学における学問、とくに

社会科学の批判的性格について．充分な認識がゑられない。

(3)従来の大学には．教育と研究の一体性という理念があったが、この一体

性はほとんど無視されている。

(4)研究・教育の機能と大学管理の機能は、従来密着して考えられてきたが、

「試案」ては双方が切り離されている。

以上の論点のうち(2)－(4)は、東北大学の従来の見解ともいちじるしく異な

る。

しかしわれわれは．この「試案」を無視するのではなく、「試案」の背景

をなす新しい状況をふまえて、大学側の意見を主体的に形成することに努力

したい。

Ｏ医学部教授会

「高等教育の改革に関する基本構想試案」

に対する医学部の意見

中教審の「高等教育の改革に関する基本構想試案」では「これまでの高等

教育に対する考え方やそのわく組みが．高等教育の普及と社会の複雑高等化

に伴って」「複合した要素を含んだ要請に対応出来なくなった」という現状

認識に立って．「これに対する新しい解決策を見付けることがこの基本構想

の中心的な課題である」と述べている。このような現状認識に対しては基本

的に賛成である。しかし．かかる状態を発生せしめた現代社会の状況は必ず

しも全面的に肯定すぺきものではなく、現代の社会機構が人間性の喪失を不

可避とする面を多分に有していることを看過してはならない。かかる状況に

おいて、未来社会をになう人間の創造的理性をいかに確立するかということ
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が．大学教育の重要な使命の一つである。

しかるに今回の試案は．現代社会の状況を極めて一面的に肯定し、大学が

これに即応することによって社会の要請を満足させようとする案を提示して

いる。高等教育機関を６種類に分割する案もその一つのあらわれである。こ

のような教育方針においては、いわゆる人間性の確立において大学が果すべ

き役割に対する考慮が極めて乏しいと言わなければならない。今回の試案に

おいては．各専門課程の中に含めて人間艫教育を行なうべきものとしているが．

中教審が提案している高等教育の６種類の分類の中に．こ託が十分に生かさ

れているとは考えにくい。またわが国において、高等教育における一般的な

人間教育が遂に定着しないままに放置されてきたことに対する分析や反省が

なされていない。この試案に示されたような教育課程の分類は社会の実利的

な要請に応えようとする面が強すぎるように思われ、これが「相当長期にわ

たる見通しに立って」立案されたという主張は首肯しがたい。大学は社会の

諸要請にこたえる責任のあることI士いうまでもないが、これに対応するに当

ってば、大学が独自の立場で受け止めるべきものである。国家の文教政策も、

個々の大学のかかる努力を支持し、それぞれ待色のある教育を展開するのを

援助する形態のものでなければならない。社会の要請を政府の手により直接

に教育の内容として画一的に大学に要求すぺきものではない。したがって高

等教育の区分の仕方については．根本的な再検討が必要であると考える。

また、本試案は「高等教育の普及とともに大多数の進学者が期待するもの

は…:?．｡出来るだけ高度の専門性を身吃つけることである」から、「伝統的な

学問体系の専門的な分化に即応するよりも、本人の将来の社会的進路を中心

として総合された専門的な教養が重視されなければならない」と主張してい

るが、このような教育方法は産業社会への人材供給のために学問の功利性の

a9Lを強調したものと言わざるを得ず、高等教育にふさわしい学問の精神の伝

達が十分に考慮されているとは思われない。

さらに．高等教育の目的別多様化専門化構想の挺長として､研究と教育の
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機能分離が強調されているが、教育のみを機能とする高等教育機関はもはや

大学の名に値しないでおろう。教育機関における研究と教育との関係は大学

教育の根本理念に触れる重要な問題であり．大学本来の教育効果を低下させ

ることのないように十分慎麓な検討が必要である。

Ｏ歯学部教授懇談会

このような国家百年の計を左右する問題を考えるにあたっては．先ず次の

基本的な姿勢を強調したい。

1．近代的民主国家の中における教育・研究のあり方を根本的に検討し、教

育・研究機関と国家権力との関係を明確にするところから出発すべきであ

る。

2．教育・研究機関の運営における基本的な心構え

（a）権威的な画一主義の排除

（b）創造的な模索を高く評価すること

以上の姿勢が正しくとられているならば．後の枝葉末節は専門家や実務家

に任せてよろしい。逆にいえば．中教審試案の内容の細かい議論に足をすくめ

られて．根本的な問題を見逃してばならないと考える。

Ｏエ学部

（注）ここに記した意見の中て、理念的し総括的意見（Ｉの部分）は、各学科、

個人等から提出されたものを分風整理して取りまとめたものである瓜

「基本構想」に対する意見（Ｎの部分）は、各学税個人等から提出され

たものを、そのまま羅列したものである｡ただし、その意見の出所の区別

は各意見の最後に示してある。
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理念的・総括的意見

１－１

本改革案の根底を流れる思想、態度．大学問題の分析．認識．構想立案

のいきさつに問題がある。

１．中教審は、これまで、この程中間報告に批判や意見を求めてもそれを

無視して．隠とんど原案のまま答申するのが常であった。中教審はまず

この態度を改める必要がある。また、意見や批判が．大学を外部から規

制しようとする勢力に利用されるおそれがあるとの見解もあり、中教審

はこのような印象をとり除く必要がある。これらは中教審そのものの性

格によるものであり．それを改めることが基本的に必要である。

２．全体の論述が､大学紛争対策的発想に基づく管理思想により貫かれて

おり．一面的．独善的なしかたで進められている。たとえば、大学問題

の原因には、社会の問題、文教政策や学術政策の問題等があることを、

中教審みずからが認めているにもかかわらず．政府・文部省に対する批

判は行なわず．大学の組織や管理運営の改善だけを示している。また、

一方では大学の自主性をいいながら、それを尊重すべき根拠に全く欠け

ていろ｡

ａ大学問題や社会の現状認識や問題点の把握に問題がある。上に述べた

こともその一つである。現象的な捉え方ではなく、構造的に捉えて構想

を立案すべきである。

４．大学改革の課題を二者択一的に処理している。

例えば．高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請に対しては、研

究教育の分離や教育機関の種別化ということで処理し、教員や研究教育

費の増加など研究教育環境の改善による可能性については触れていない。

５．「国民の要請」の内容が､国民全体の大学教育に対する要請となって

いるかどうか疑問である。むしろ、産業界、財界また政府・文部省の意
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向だけが反映されているように思われる。

１－２

学問とは何か、教育・研究とは何か．また高等教育機関および大学の理

念はどうであるか等を明確にしていないことに問題がある。

１．学問論こそまずなされなければならない。

２．社会の将来を左右するもっとも大切なものは教育であり．その主体は

人間観・価,値観を正しくつかむことにあるべきである。本案のように社

会の要請を強調し過ぎると．単に産業界に奉仕する人間を作るという御

都合主義に陥る危険がある。

３．研究とは何かを明確にしなければならない。

４大学の理念として．産業界がとりあえず必要としている大学の役割を

もって＿大学のあり方としていることは問題である。

１－３

高等教育の問題は当然・学術研究体制およびその政策問題を含むべきも

のである。とくに近代科学の発展に対応する学術研究体制や研究条件につ

いての、少くとも基本的な検討がもっと必要である。

本改革案は、教育に関する問題だけを単独にとりあげているところに問

題がある。

１－４

文教政策．財政上の構想を大学改革の前提条件として検討する必要があ

る｡

大学問題の原因として、社会や政治の問題、文教政策｡学術政策の問題

があることを中教審自身が認めている。

わが国の文教政策は．一貫して中央集権的官僚統制を強化する方向に進

んできた。このことがわが国の研究教育体制を危殆に陥れた大きな原I因で

ある。にもかかわらずこれらの点については何らふれていない。ｉ蔚等教育

の改革には．学問の本質からして．人類的世界的視点．また．長期的展望

-８－
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に基づく文教政策や財政上の問題につし､ての改革構想を示すべきである。

とくに国の総予算に占める文教費の割合を画期的に増加すべきであるとい

う重要なポイントが落ちている。

国が高等教育に金を出すのは．研究教育が人頬社会にとって必要不可欠

であるからであって．行政的な管理あるいは官僚的な枠ぱめのためではな

い。高等教育機関は行政機関ではないのであるから、文部省の役割につい

ての検討を行ない．その構想がなければならない。

１－５

第一章の「中心的な課題」に指摘された問題で、第二章の「基本構想」

に生かされていないものが多い。しかもそれらの多くは．大学がこれまで

（自主的な改革案を含めて）主張してきた事柄であることは、甚だ疑問で

ある‐

｢基本構想」に対する意見

Ｈ－１（高等教育機関の目的・性格の多様化）

１．画一的な修業年限をきめていない点は一応良いと考えられるが、多様

化された高等教育機関の相互間の門戸を開放して、進路を開いておくこ

とが必要である。（学科）

２

ａ）教育の多様性は当然である。しかし、教育のための予算を惜しみす

ぎると､多様化は格差を助長する要因となる。

ｂ）各大学の自主性を尊重し、各大学がそれぞれ特長を発揮できるよう

にすべきである。６つの枠にすぺての大学を無理にはめこむことは良

くない。強制的に格差をはめることは良くないが．自由競争の結果．

自然にできる格差はむしろ好ましい,、

ｃ）教育制度は画一的にすべきでなく、優線教育であるべきである。し

－９－



かし、能力に応じてｔｒａｎｓｆｅｒできるようにすべきで．袋小路を作っ

てばいけない５

．）既存の大学はそのままにして．目的に応じた新榊想の大学をどんど

ん作ったらどうか。（学科）

３総合大掌、高等専門学校等々はその特色をいかし又地域社会の特徴を

いかすべきである。（学科）

4．

ａ）第２章全体を通じて､大学を単なる教育機関として規定し、研究的

側面をほとんど無視している。大学においては．教育と研究が密接に

結びついていることが必要である。

ｂ）大学の種別化ば差別化1)てつながる危険性をもってい為。研究教育環

境の改善措置によって．大学を大学らしい大学にすることが必要であ

る。

ｃ）６種の教育機関の穂別化は多様化ではなく、６種の型にはめこむ画

一化に通ずる恐れがある。

。）大学の目的を将来の社会的進路や職業教育に限定している点は大い

に問題がある。大学の目的は学問にありＣその研究と教育によって職

業人となり得ると考えるべきである。（学科）

５画一的な制度（例えば第１種より第６種までの機関）の枠を作くらず

自主的に改革が行なわれるようにすべきである。（教官個人）

６高等教育機関としての６種の細分は不可。（教官グループ）

7．専門分野による差異を無視して、画一的な修業年限を定めないことと

か．一定の在学年数を卒業の要件とはしないことには賛成である。しか

し、６穂類とは少し多すぎる気がする。転学を受け入れる体制が用意し

てあるならば．６種類は煩雑になるおそれがある。第２樫を第３種か．

あるいは第１種に統合して５種類にするか、あるいは第１､２，３種を

統合して４種類にできないか。この最後のものは現行制度と変りはない
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かも知れないが、改革は教育課程の改善で行なう。（教官個人）

８(6)の博士と称する学位制度の存在についての検討が行なわれることが

先決問題であろう。

この検討の結果として場合によっては、(6)を(5)に包含させることも検

討を要する問題となるであろう。（教官グループ）

９将来は、格差はさほど問題でなくなるように思われる。それは、現代

の社会では立身出世､>幸福であることが次第に若人たちに認識されてき

たことと．明治以来の出世民主主義が行き詰まり状態にあるためである。

.；６種に分けることには問題がおるのではなかろうか。この６種とも．

現在の企業が必要としている人材の育成機関にすぎないのではなかろう

か。高等教育が大衆化してきた現在．人間が関心をもち．活動するすべ

ての分野に対応し、何百種かの高等教育機関の存在が可能である。，

例）造園大学・日本庭園学科･庭木研究室．剪定学専攻〃(技官個人）

10．ただ単に機械的に現在の教養部．学部．大学院修士課程ご博士課程を

分離することによ－ては．専門化と総合化の要請には対応できないもの

と考える。

たしかに．現在の大学における教養部の軽視は問題がある。それは一

つの大学という機関に属していながら.‐学部とは別個の有機体として動

Ｌ､ているからだと考える。まさに中教審が行なおうとしている大学分割

■はこれをさらに促進するものであり、弊害を作るだけである。

それは第１種大学が現在の高校の延長と化し社会的ﾇ問題になることが

へ予想され；為向そこには人間性の回復はなく、むしろ.～さらに疎外への方

向へと行くような気,がす)る。，．～：

~～私は、現在の教養部と学部を－つの有桜体として動くことによる総合

ゴ化と専門化への対応を考える。､すなわち．専門化への対応としてはガイ

ハダンスによる基礎科目の多元化が考えられるであろう。（教官個人）
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Ⅱ－２（教育課程の改善の方口）

１．

ａ）原則的には賛成である。とくに外国語．体育はかくあるべきである。

ｂ）中教審に言われなくとも．大学自体でこの程度の改善がやれないは

ずがない。（学科）

２

ａ）教養教育の軽視と実学（いわゆる役に立つ学問）の重視は．大学に

どうて否定きるべきことであるＰ

ｂ）教育課程をどうするかということば．大学の自主的判断に任すべき

である。（学科）け

３．大学の特徴をいかすべきである。（学科）

４．

ａ）第１瀬．第２穂、第３穂の教育課程を．総合された専門教育と特殊

な専門教育とにはっきり別けることに疑問がある。（Ⅱ－１の７に関

連）

ｂ）専門のための基礎教育は準備であるのか．基礎であるのかをはっき

りする必要がある。.～

ｃ）第４､第５、第６種の教育課程の改善についても言及することが望

ましい。この種の高等教育についても改善の方向はいろいろあろうが、

大学の自主性との関連において問題が生ずるおそれがある。２６特委

としての'見解を示されたい。が

．）１の前段の賛成した事項について、このところでもそれについて説

明をする必要がおるのではないか。（教官個人）

５．中途半端な改善は．大学の主体性の点に問題が生ずる。ここでの狙い

は、教官を過大な講義の負担から解放し、教官と学生との人間的接触を

可能にすることではなかろうか。学生は、研究i・指導を通じて社会や人

間について教官から学び、討論できるようにすべきである。
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具体案としては、各専門分野・各教義分野専用の受信機（受像機）を

自由に市販し、放送時間中は各分野ごとに数種の講義の中の一つを自由

に選択できるようにする。各県に設置された教育テレビ・放送局は各大

学の自由な管理運営下におき､全国ﾈｯﾄﾜｰｸを持つことｄ現在の講

義室腿学生集会所とすること。
;ﾐ.Ｐ.

なお、_教育機関の修業年限は廃止すべきであると考える。（技官｛固人）

Ⅱ－３（教育方法の改善の方向）

１．あまり賛成しがたい。教育工学的手法を過大評価することは誤りであ

ろう。人間的な接触面を分離することは問題である。（学科）

２教育方法をどうするかということは、大学の自主的判断に任すべきで

ある。（学科）

３．視聴覚教育法：教育機器を研究して、多人数教育ができる授業には良

い方法を採用し、主力を少人数教育に注ぐべきである。（学科）

４．教育の本質を忘却⑥（教官クループ）

５．少人数教育に対して期待が大きすぎるような気がする。多人数でも、

小人数でも、勉学しようとする学生にとっては違いはないはずであるの
口針バト・３Ｊ ．，１十一卜

で．教育方法に入る前に、教育の環境の整備を行なし､、知識の欲求意欲

をおこさせる何らかの施策が必要であると思われる何（教官個人）
ＩＰ

６．Ⅱ＝２の５と同じ（技官個人）

Ⅱ－４（高等教育の開放と資格認定制度の必要）

Ｌ大学における資格認定の廃止の方が、大学本来の姿にとってふさわし

い形態である。（学科）

２．全面的に賛成である。学問をしたいという者に対しては適時．その機

会を提供することは大変よいことである。（教官個人）
ノIOC

．．！〉．；．

３．賛成（技官個人）

Ⅱ－５（教育組織と研究組織の機能的な分離）
Lj1J山"

’・大学教育においては．研究と教育を分離することはできない。分離は、
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大学教育の崩壊につながるものである。（学科）

2．画一的なきめ方をしていない|で．この点を強調すべきではないか。

（学科）

3．

ａ）教育．研究の本質をよくわきまえた上でないと．この方法はtRづか

しい。それぞれの大学の５つ機蝋性椿に感じて分離したほうがよい

大学と、分離してはいけない大学とがあるであろう。対：
Doh

b）分離するのがよい場合、教育をもとにして組織化したほうがよいか、

研究をもとにして組織化すべきかば大学によづそ千差万別であろう。

ｃ）しかしながら．研究を主として組織化する場合には．時:間講師的発

想にならぬよう注意しないと、教育が無責任になる懸念があるｏ

ｎ）數耆職と研究職と`bl間に人事交流が盛んにできる制度が必要である。

教育職が固定化すると、単なる知識の功売りになるおそれがおる。

ｅ）学生数に見合うだけの適正な教官数が確保できるならば．研究と教

育の一体化も可能となろう。(学科)~ｿざ．

４研究所には研究者のポストだけをおき、教授．助教授は学部に所属し、

研究所には研究室のみをもつ。（学科）Ｌ、

５．「教育と研究の機械的分離を主張」しているがざ学生．修士博士と

深く専門を学ぶのであるが．それについて高度の教育と研究をＰａｒａｌｌｅｌ

に行なっていく必要がおると思う。（院生個人）側

６教育組織と研究組織の機能的な分離を提唱しているが．機能的という

ことがはっきりしない。教育を行なう者は研究を絶えず行なえるように

すべきである。

なお、教員の職制について問題を提起していることは検討すべきであ

る。（教官個人）；ｔ

７．学科講座制．研究所と学部との関連に対する適切な解決を見ないで．ｊ‘

教育組織と訪究組織の機能的分離の検討に進むのは問題であろう6（敏
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宮グループ）

８．教育組織と研究組織の分離の考え方は．学部としては多くの間題が生

ずるものと思う。とくに若手教官においてしかりである。本職は教授の

停年を引き下げ、残留を希望する者が．主として教育に専念するという

ようなやり方が実施可能な方法ではないかと思考する。ただし．教授と

しての本職は教育より研究に重点を霞<嫌いがあった点を卒直に反省す

るものである。（教官個人）

９教育組織と研究組織とを機能的に分離することは、原則としては賛成

であるがも実際問題として完全にきれいに分離することは困難であると

思う。そこで．現状からその理想形に至るまでには数種の段階が考えら

れる。その段階についてのもう少し具体的な案を出÷べきではないか、

（教官個人）

10．教育とは知識を教えることと解釈すると．教育と研究とは分離した方

が能率的のように思われる。しかし、本来の教育では知識を教えること

は二次的なものであり（極端な表現をすおと．本に書いてあることは教

える必要がなく、参考書を指導するか．テキストを配布すればよい。）、

能力を伸ばし創造力を助長することが本来の目的である。この意味での

教育は、研究と分離することが困難であろう。

伝統的な職制は廃止し、研究主任または講座主任と研究員または教員

（複数）とをおくべきではないか。給与の年功序列制は部分的改良で存

続させることも可能と思われる。（技官個人）

11.本案には助手の位鼠づけにつき一言触れているが．本職は本邦のみに

見られるような助手制度の全面廃止を強く主張したい。（教官個人）

１２高等教育機関の教育上の組織と研究上の組織の分離は問題がおる。そ

れは（１１－１の１０）でも述べたように．一つの機関内の組織上の分離

は現在の教養部と学部の関係の如く一つの有機体としての稼働が困難に

なる恐れが予想されるからでありＳ最後にはこの二つをも分継すべきで
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あるといった議論が持ち上がるだろう。したがって、両者の分離は過渡

的なものとしてしか存在し得ないものであり、高等教育機関に錆いては．

教育と研究を切り離して考えられないことを考えれば．両者の分離lｆ好

ましくない。たしかに現在の大学は高等教育機関（大学院）としての機

能は充分はたしているものと考えられない。それはむしろ人的、物的増

強ということで解決できるように思う。（教官個人）

Ｕ－６（大学院のあり方）

１．大学院のあり方と関連して．付置研究所､共同利用研究所ならびに今

後設置されるであろうと考えられる諸科学の基礎研究所群などとの関連

の検討が重要である。（学科）

２

ａ）大学院の目的を博士号取得のためと定義するのは困る。大学院は学

問を研究し、それによって研究者を育成する所ではないか。

ｂ）大学院を別な高等教育機関に併置するという方式でよいか。併置方

式にすると、現状のように学部の附録的寄生物になってしまわないか。

独立方式はなぜいけないのか。（学科）

３．博士の資格は結果として与えられるものであるべきで、本報告のよう

に目的と化しているような資格については．撤廃を考える必要がある。

（学科）

４大学院コースの年限は必ずしも５年とせず．研究が＋分に行なえるこ

とを主とすべきであ為。そうしないと未開拓の分野を開拓する冒険的研

究ができず．成果も不十分になる。（学科）

５．大学院設置の目的は博士号取得にあるのではない。（教官グループ）

６学位制度についての討議を十分になされないではこの項は論ぜられな

い。これは．大学院制度そのものの根本的問題である。（教官グループ）

７．大学院に修士課程を省いた理由がよく判らない。現行の修士課程はそ

れなりに大きな意義をもっているので、博士および修士の学位としては
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どうか。（教官個人）

８．大学院は博士の学位を得ようとするものの研究修練のため云々との表

現は．その由来する根本思想に本職としては抵抗を感ぜざるを得ない。

（教官個人）

９大学院における学位の渡得は副産物的なものと考えた方がよいのでは

なかろうか。大学院修了者以外でも学位をとれるよう．また、大学院生

でも学位と関係なく研究ができるようにしたい。（技官個人）

Ⅱ－７（高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化）

１．「学長を中心とする中枢的管理機関に十分な指導性を発揮させること

が重要である」としているが、この考え方がこれらが執行部という構想

を意味するのでおれば、これに対する学内者による審議機関を制度的に

設けるべきであり．かつ執行部がチェックをうける必要がある。（学科）

2．

a）適正規模については賛成で、巨大化を防ぐ手段を考えるべきである。

b）高等教育機関を画一的な管理機構で一律に運営することは無理であ

る。

c）一体的、効率的運営を強調しすぎると、総合大学本来の使命をかえ

ってそこなうことにならないか。

｡）管理機関に学外者を加えるのもよいが．その湯合のｃｈｅｃｋｓｙｓｔｅｍ

を考えないととんでもない結果になるでおろう。（挙科）

3．

a）大学は、本来合議制を原則とすべきであって、権力集中ば避けるべ

きである。

b）これまで多くの大学においては合議制の枠が狭かったり．また．そ

のシステムに問題があったりすることによって問題を大きくしたきら

いがある。その点の改善が先決である。

c）もし．報告の形で実施するならば．学長のリコール権を認める必要
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があろう。（学科）

４．意味がない。（教室）

５．３管理運営体制について･学外者を加えることは大学の自主性がそこなわ

れるおそれがある。（教官個人）

６．高等教育機関の規模を案のとおりにすることは賛成であるが．その管

理運営の合理化については疑問がある。中枢的な管理機関によるもの・

学部、学科でできることを明確にし、また、学外の有識者を加えること･

掌生の声を聞くこと．の各項目を明確に設定すべきではないか。（教官

個人）

７．中枢的な管理機関という考えは．大掌紛争に便乗したものでばなかろ

うか。

大学紛争の大きな原因は、管理機榊制度の不備にあるとは考えられな

い。フランクな意見・意志の交換不足・専門外の知識の不足、硬化した

狭い常識が最大の原因と考えている。（技官個人）

Ⅱ－８（教員の人事・処遇の改善）

1．

a）人事交流、任用、温存防止についての考えかたは形式的な甘さがお

る。大学人当事者の自覚なしに形式的に制度化しても効果はあがらな

い。

ｂ）大学は５０年先の社会を目標とする。何らかの形での評価は必要で

あるが．あまりにも短期間の業績だけで評価すると、長期的な研究が

育たない。

ｃ）実験関係の研究者に任期制を適用すると研究が進まなくなるおそれ

がある。

。）教員の教育面での能力や業績を正しく評価し、教育努力を奨励助長

するような給与制度も必要であろう。

e）しかし、教育面での業繍をどうやって評価するのか。下手をすれば
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かえって教員の質が低下するだけである。（学科）

２身分保障と矛盾しない具体的可能な方法を検討する必要がある。（学

科）

3．

a）「学外の専門家」についてはどういう人を専門家とI浮ぶのか．また．

その人を誰が選ぶのかが明らかでない｡

b）不適格者の身分保障を考える必要がある。

c）「教員の教育的努力を助長する給与制度」とは何か．教員は研究と

教育を行なうのをその使命としており、研究を行なっている教員と

教育を中心に行なっている教員の差別をつけることになりIまし.ないか。

（学科）

4．

ａ）わが国の現状も考慮して考えるぺきである。

ｂ）自分の保証といっても、他の多くの職場との交流転換は現在の社会

情勢では容易ではない。（学科）

5．教員の具体的評価に問題あり。（教官グループ）

6．高等教育担当者にふさわしい．しかも公平な人事を行なうために、本

項に基本的には賛成である。ただし．実施については、将来のみならず

現在の全教官に対して適用されるべきでおろう。（教官グループ〕

7．教育についてのマンネリ化をおそれる。ある一定期間教育に従事した

らＳａｂｂａｔｉｃａＩＴｉｍｅを持つことができるようにしてはどうか。

教員の業績評価に学外の専門家の参与を求めるのも、ある場合には必

要かも知れないが、自己評価のできる余地も残してはどうか。教員の任

期に限度を設けることは賛成である。（教官個人）

8．

a）業績の評価の問題は非常に困難ではないのか。もし正当にできると

すれば結構と思うが．本職はむしろ弊害の生ずるのを恐れるものであ

－１９－
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る。

ｂ）教官の任期に制限を設けることには原則的に反対である。競争原理

を大学にあてはめることは．本邦の現状から見て無理もはなはだしい。

もしあるとすれば．教授にのみあてはめるべきであり、この点からも

本職は教授の停年を少くとも一般会社な承に５５才に一応すべきが至

当と考える。（教官個人）

９この業績評価法は。中教審の大学に対する理念が変革されたなら、現

状より前進したものになり得ると考える、

教員の任期制は不可である。内部においては家族主義的な日本の企業

が、個人間の競争を重視する米国の企業に優るとも劣らぬ実績を持って

いることを考えるべきである。アジア的なものはヨーロッパ．アメリカ

的なものにすべて劣るという固定した考え方は検討を要する。（教官個

人）

Ｕ－９（国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向）

１．

ａ）現行の丸抱え方式の国立大学をすべてやめて、全聞l私立大学とし、

内容力量に応じて国が充分の費用を出す方式とすべきである。

ｂ）(1)の方式は中央集権的になる危険がおる。(2)の特別法人方式がよい

と考える。（学科）

２もつと別な形態を大学の自主性において考え得るし､そうすることが

望ましい。（学科）

３．「学外の有識者を加えた新しい管理機関方式」や「大学法人方式」は

考えられる二つの考え方であるとしているが．これをおしつけてはよく

ない。（学科）

４．(1)の責任体制を確立するのは当然のことであるが、管理組織に抜本的

改善を加えるための一案として、学外の有識者を含めた新しい管理機関

について述べている。この管理機関の性格及び欄成員の選定方法、本管
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理機関の性格及び構成員の選定方法．本管理機関と教官との関連性等に

検討すべき問題が多い。（教官グループ）

５(2)の法人型式の方が望ましい。ただし、この場合の大学は．セクト的

政府に対して責任をもつのではなく、社会に対して直接の責任をもつ

ことになる。責任の査定は、社会を構成する各層の人々の意見によるこ

ととなろう。（技官個人）

Ⅱ－１０（国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善）

1．教育の国家管理の意図がうかがわれる。（学科）

2．受益者負担なる言葉を使用していること自体、すでに非教.青的である。

（教官グループ）

3．原則的に賛成である。

細かい点での制限．評価は重要である。（教官グループ）

4．あまり意見なし（学科）

5．教育費を経済原則から見ることは適当ではない。教育についてぼほぼ

原案に賛成であるが．奨学金については現行以上の過・尿護政策には反対

する。研究費のことに言及しない顛由は何か。（教官個人）

6．受益者負担・教育投資という考え方は問題があるが、ここでは仮りに

そのまま認めたとすると、受益者は学生諸よび企業である。企業の受益

と↓ま、高等教育を受けた人間を使用することによって得られる利益、す

なわち、大学の大衆化によって、大学卒を割安な賃金で多量に採用でき

るために生ずる利益である。高度の技術・情報を使用する会社ほどより大

きい利益を受け、この意味では．企業にとっても教育は投資である。し

たがって、学生・企業の両者が受益者としての負担をすべきものと考え

る。具体的には．大学（エ専）卒採用者１人当りの負担金を国家（国立

大）または教育機関（私立大）に支払うべきである。（技官個人）

Ⅱ－１１（高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整）

］・教育の国家管理につながる危険性をもっている。（学科）
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２官僚的体制なれば．いかなる体制でも意味がない。（学科）

ａ長期の見通しに立った国の計画立案をする公的機関の性格．作り方等

に．重要な問題が多く含まれる。（教官グループ）

４．原案に賛成である。とくに長期の見通しに立った国の計画が必要であ

る。（教官個人）

５．私企業的私立大にとってば、国または公的機関の介入を避けるのが自

由を原則とした現体制の常識である。しかし．教育を優先的に扱う場合

は、，oのように会社から受益者負担金が支払われても．なおかつ倒産

の危険がある私立大には、日銀が再建資金を融資すべきではないかと考

える。（技官個人）

６国民全体の立場から計画をもつことの必要性ほ当然として．その計画

をどの機関、関係者で策定するのか。（教官グループ）

,,－，２（学生の生活環境の改善充実）

，、学寮を教育的目的の施設と考えることはよくない。現代の学生は安い

生活の手段として以外に考えていない。これを昔の考えかたにもどすの

はできない相談である。（学科）

２．

ａ）寮は厚生施設としての意義は大きい。文部省で孜えないのなら、厚

生省で考えるべきでおる。

ｂ）寮を一面的に学生連動の根拠地とする考えはおかしい｡教育上必要

な思想形成は．教官と学生、学生と学生の触れ合いの中からなされる

ものであり、その意味から旧制高校では寮生活は学生の思想形成に大

きな役割を果してきた。それらの積極面も評価すべきである。（学科）

ａ困難な問題である。（学科）

４．学生の生活環境の改善充実として学寮だけをとり上げているが｡むし

ろ比率的には少ない学生だけにスポットをあてた理由は判らない。勉学

中の多数の学生のためのものを、少し具体的に考えるべきではないか｡
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（教官個人）

５．学生の学寮における自治活動が．大学の管理方針と対立すると、なぜ

教育的でなくなるのか理解できない。

対立が生じ問題が提起されることによって大学の改革が行なわれ､い

ま．大筆は一歩前進しようとしているのではなかろうか。矛盾の存在か

ら意見の対立が生じ．その解決をめざして一歩前進するというのが、

学問・研究の常道ではなかったろうか。（技官個人）

Ⅱ－１３（大学入学者選抜制度の改善の方向）

1．

ａ）この問題は初等中等教育の問題として考えるべきで、大学の問題と

しての象考えるべきでない。

ｂ）大学教育に対する研究が不足しているが。その研究の成果の上に立

って考えるべきである。（学科）

２入試方法の改善が必要なことは勿論であるｶﾐ、入学後の学生の態度お

よびその取扱いにも問題がおる。例えば．入学時には広く門戸を開き､

大学の過程のうち淘汰していく方法も考えられるが．わが国の現状では

実施困難であり、全国的な規模で研究せねばならない。（学科）

ａ入試を行なう場合には入試問題については共通テストなどといった何

らかの改善が必要である。（学科）

４原則的に賛成である。（教官グループ）

5．共通テストは、現状においては無意味と思われる。大挙入試の競争を

高校内での競争に置き換えるだけでは改善にならないであろう。具体案

としては・つぎのような方法も考えられるＣ

ａ）大学入試問題を基礎知識テストの項目と能力テストの項目とに分類

し、基礎知識以上の知識を必要とする入試問題の作成を禁止する。

ｂ）各種の大学の適性検査を入試1年以前の早期に何回か実施する。

ｃ）サークル活動のレポートを参考資料とする（任意提出）。（技官個人）
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Ｏ農学部

1．全体を通じての問題点

「高等教育機関」とは何を意味しているのか明砿でない。しかし一応

「現存する大学に準ず」と考えると「中心的課題」内に挙げられている５

項目の内容に抽象的には理解出来る点もあるが．その多くは大学人の心構

えにより解決し得るものである。中間報告が「社会の要求・急激に変化す

る社会･大学の大衆化」への対応に性急な余り．大学の重要な使命である

学術研究の面に一応の考慮を払いながらも大学の教育機関としての性格に

余りにも重点を置き過ぎていることは理解し難い。また「閉鎖性の排除」

「効率的な管理機構」「国全体としての計画的な援助・調整の必要性」に

ついては．文言上その意企は分るにしても如何なる視点・制度からなされ

るのか明らかでない点に極めて危倶すべきものがある。

２個々の点について

高等教育改革の基本構想に述べている６種の教育機関の必要性・性格に

ついて審議すべき余地はあるが、役割の異なる機関の存在は認められる。

第１．５．６種の機関の性格が漠然としているが．いずれにしても大学教

育の理念を明確にしそれに拠って再考する必要があろう。特に大学院（博

士課程）の在り方についての明白な姿が述べられていないことは審議の対

象となし難い。

前記した大学教育の理念の明確化は「教育課程・教育方法の改善」を考

慮する場合にもいえることである。

第２の５に述べている「教育組織と研究組織の機能的な分離」について

は．教育と研究を個別的に考えるならば．このような考えもあり得よう。

しかし大学教官の研究態度・活動自体が極めて大きな教育効果を有するこ

とを想起すれば．自然科学の立場からは教育組織と研究組繊とが一体であ

ることが必要であり．中間案で例示されているような－機関内での機能的
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分離には賛成し難い。しかし教官の資質・教育研究努力が重要である以上

教官が学内外の批判から免れてよい理由はなく．批判に耐え得る努力が要

求される。そのため審査制度もよいが．大学自治の由来を考え教官の選考・

審査の組織・制度には慎重な考慰が必要である。

以上要するに「相当長期にわたる見通しに立って」今後の高等教育機関の

在り方を考えるための基本構想として出された「中間報告」の内容には意図

の不明確な点があり個々の提案に対して具体的意見を纏め難い面がある。

将来の改革を否定するものではないが、改革の基礎となるべき大学の理念

につき大学人・社会人共に充分な審議を重ねることが先ず必要であるう゜徒

らに大学紛争・社会的要請に言をかりて策を急ぐ憩度は取るべきではないｎ

大学内において実施し得る改革については．積極的に反省努力すぺきことば

言を待たない。

Ｏ教養部教授会

この試案は（まえがき）．第１･高等教育改革の中心的な課題．第２･高

等教育改革の基本構想から構成され．第１･第２はそれぞれ本文と〔説明〕

から成立っている。第１では「複雑高度化」した社会の要請に対応するため

高等教育に課せられた課題を述べ．第２においてそれらの課題を解決するた

めの具体的方策を提示する形になっているので．それらは対応させてはじめ

てその意義を十分把握できるようになっているとともに．それぞれの〔説明〕

は本文の提案理由と若干の重要な敷えんを示しているので．これまた併せ読

むことによってのみ真意を了解できるよう構成されている点を注意すぺきて

あるが．われわれは一応この試案に対する全般的見解を述べた上．第１ｃ第

２に分けてそれぞれ若干の.所見を陳べることにする。

凡．
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1．全般的見解

Ｌこの試案が社会の「複雑高度化」に対して大学が適切に対応できなく

なった点を指摘しｃその改革の具体的方向を提示しようとしたこと自体

はわれわれも虚心に評価するにやぶさかではないとともに｡今日まで象
.｡↑P.了｡.-

ずからの肝内部から自己改革をなしとげえなかった大学人の怠慢を深く自

省する必要があろう。

２しかしながら他面において大学側の非を追及するに急で・こんにちの

事態を招いた根底には政府の経済政策、文教政策の貧困が直接・間接規

定要因として働いていることに対する批判や反省を欠いているのは片手

落ちのそしりをまぬがれない｡

３，さらに．大学が国寂社会に対して公共機関としての責任をもち、国民

全体に寄与する社会的使命を担っていることは疑いないにしても、「社

会的要請」がややもすれば高度経済成長下における産業界のレベルでの

み考えられ、「国民全体の立場」もひっきょう政府の視点に集約されるか

のような印象を与えることは．大学における教育・研究の本質的機能で

あるより高い次元での歴史的社会への創造的．批判的寄与がこの報告で

は没却されているものといわざるをえない。

４．このことは大学問題を一面では学術研究体制の問題としつつも、これ

を今後の検討にゆずるとして、もっぱら「高等教育」体制という面から

だけとらえていることと無関係ではないし．しかもその教育すらたんに

職業的進路の分化に対応した実用的知識・技術の伝達という面に重点を

おいているのは、大学教育の基本的理念である人間性の全体的開発に対

する配慰を欠いているといわなければなるまい。今後顧すます大学に対

する職業的専門教育への要請が強まるとしても、なおかつご柔軟で創造

的な人材の養成は大学の使命としてのこるはずである。

５．この報告が重要事項として強調している管理運営の合理化・効率化に

ついては．すでに指摘しつくされたかの感のある今日の大学の前近代的
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非能率性からいえば当然の提言かも知れないが、管理強化が大学にもた

らすマイナス面に対する十分な配慮を欠き．とりわけ学外者の管理機構

への参加が場合によっては大学の本質にとって致命的危険さえもちこむ

可能性をふくむことについてはまったく無視しているといってよい。

,個々の事項に対する見解

A･第１の諸項目について

（、現在の大学は教育の大衆化への要請と学術研究の高度化への要請と

に対して同時に応えることを要求されており．この報告がいままでや

やもすれば「教育不在」という悪評をうけがちだった大学を「高等教

育」機関として位置づけ・大衆化状況に対応するためには教育．研究

不可分の原則を機能分化のそれによって替えるぺきことを説いている

ことは原則的には賛同できるが．さきに触れたように学術研究体制の

問題と切離し､場合によっては研究の蔓付けを要しないたんなる教育

機関になりおわる部分を考えているとすれば．それはすでに「高等」

教育機関でありうるかどうか疑問であり．大学を教育機関の系列の中

に解消することには見逃しがたい危険を含んでいるといえよう。

（ﾛ）これからの大学教育が高度の専門性と同時に総合的能力と基礎的教

養を培うものであるべきことには異論なく．これまでも専門教育と一

般教育のバランスは一貫して理念としては維持されながら．一般教育

が実質的には効果の面で定着しなかったことへの反省として「総合さ

れた専門的教養」といういささか理解しにくい表現にかえることによ

って・一般教育プロパーから専門をコアとして総合されるべき教養と

いう－歩退いた形でその理念の一部をからくも保留した苦脳も理解で

きないではない。しかしながら「将来の職業生活に必要な準備として」

「多様な進路に応じた新しい教育課程を設計」することによってコー

ス別にあてがわれたメニューを考えるとすれば、あまりにも卑小な職

業教育になり終るおそれなしとしない。むしろ自己開発と選択の余地
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をできるだけ拡大する方向でみずからの内発的要求に応じたカリキュ

ラムを編成できる柔軟性をのこすべきであろう。それがスプーン・フ

エドではない一般教育を実質化する方法でもありうると思われる。

㈱いわゆる「開かれた大学」なるものが．伝統的な「象牙の塔」の閉

鎖的独善性を脱却するための制度工夫として唱えられていることはい

うまでもないし．社会的存在としての大学が社会に対して開かれるべ

きこと自体左拒むことは頑迷以外のものではなかろう。しかしながらさ

きにも触れたように開くべき対象．応えるべき要請を具体的にどう考

えるかこそ重要なのでおって．いたずらに時の政策．当面の社会的需

要に敏感に適応するのみてはかえって長期にわたる歴史的使命を達成

することができず．大学としての存在理由を失なう結果になるでおろ

う。大学の望見する地平はときどきの政府・産業界等の展望するより

はるか違いものでなければならないのである。

Ｈ巨大化し、複雑化した大学が管理運営上支障を来たし．なんらかの

形で合理化・効率化をはかり全学のまとまりを確保する必要のおる段

階にきていることは率直に認めるとともに．さらに今日における高等

教育体系にふくまれているさまざまなひす象を解消し、全体としての

バランスがえられるよう何らかの調整・援助の必要があることも事実

であるとおもう。しかしながらここで「国民全体の立場」に立った国

の合理的計画にもとづく．集権化された大学管理機構を通しての管理

強化の方向に内在する危険－ときには大学の存在理由を抹殺するお

それのある－をいかにして排除する力､の具体的方策を提示しない楽

観論はわれわれに対して説得力をもつわけにはいかない。

Ｂ･第２の諸項目について

け）「高等教育機関」の多様化は現行四年制大学の緬一化の弊害を除去

するため．従来の短期大学および高等専門学校を加えた全高等教育体

系の目的別再編を意図したもので．大学の社会的機能の多面性に対応
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するため．現行の形式的画一性にもかかわらず実質的に存在する格差

および社会的評価の相違をそのままふまえたもっとも安易な方策とい

わざるをえない。われわれとても大学の教育機能の分化に対処する具

体的方法を示す必要のあることには異議をさしはさむものではないが．

すでに述べたとおり学術研究体制との関連が捨象されているので明瞭

を欠くが．これら諸種の高等教育機関のなかには研究・教育機関であ

ることを拒まれる部分が生じそうであり。もし種別化がそのまま研究

条件等の格差づけの合理的根拠として利用されるとするならば･大学

間の格差は今日より一層増幅されるだろうことは確実に予想できる。

さらに現行の総合大学をいかに位置づけるかについては、いくつかの

適正規模の目的別大学に分離再編するのか、それらの連合体とするの

か．あるいはその他の形を考えるのか明瞭を欠いてイメ￣シを描きに

くい。少なくとも総合大学であることの利点を活かす方向はここでは

考えられていないといってよい。

(ﾛ）教育課程の再編と教育方法の改革および高等教育の開放についての

提言はこの報告の基本的思考様式をもっとも端的に示した部分であり、

大学教育の効率化・実用化のみに重点をおいた提案はわれわれとして

受容れがたい。もとより教育施設の充実による教育効果の拡大●その

効率化自体には異論を唱えるものではないし、教育エ学的方法をいた

ずらに拒否するものではないが．ただ「精選された内容」を効率的に

伝達し、少人数授業すら「講義内容の消化と実際的応用能力の増進」

のためにのみ行なうものとするならば．その内容自体が将来の職業的

進路に応じた実用的知識●技能を主とするものと考えられていること

とあいまって大学教育の卑小化以外のものではないであろう。大学が

ある意味できわめてぜいたくな教育であり．少人数教育を骨格とする

のは自律的・創造的･批判的主体としての人間同士の相互影響関係を

不可欠の要因とするからなのであって．ここに述べられている発想は
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人間の教育をブロイラーの飼育と同視しているかのような印象を拭い

がたい。

外国語教育が実際的能力の育成を重要部分として含むことはもとよ

りであるし．この面での欠陥はむしろ中・高等教育を通じて顕著であ

り．改善のもっとも急を要する面であることは明らかであるが．語学

研修施設なるものが外国語教師の所属すべき別個の組織と考えられて

いるとすれば問題である。また能力検定を大学の任務とするのは「高

等」教育機関としても適切とはいえまい。このことは大学を再教育機

関として開放するというそれ自体は是認できる理念にもかかわらず．

個別的単位が集積し一定の基準に達したものに対して資格を授与する

という資格認定制度の構想の根底にあるものと通じるもので．「知識

の切売り」．「肩書」偏重の気風を一層助長するおそれがないとはい

えない。

さらに体育については課外活動としての面を重視し、これに対する

指導の強化を考えているようにみえるが．課外活動は本来学生の自主

性に委ねるべきもので．原則として教師の関与すべきものではない。

㈹教育と研究とが大学においては不可分の関係にあるといわれてきた

のは．大学における教育は研究者であるものによってのみ担当されう

るということであって．教師個々人が機能上分化した教育組織と研究

組織とに時と処とに応じて異なった資格で参加することと必らずしも

矛盾するものではないことからすればこの項の主旨は理解できないで

はないが．いままでの教育機能軽視への批判から逆に研究軽視への傾

斜が強くなりすぎた感は否みがたく、とくに「教育と研究の機能の調

和」が高等教育機関の種類によっては保持しがたいのではないかとお

それる。伝統的職制区分を再検討すべきだとする提言は賛成であり．

それが合理的組織編成の重要な一項目であることはまちがいない。

Ｈ大学の摂鷺と管理運営体制の合廼化については、適正規模の発想を

－３０－



示すとともに．にもかかわらず事実上必然的傾向としての巨大化を不

可避のものとみてか学長を中心とする中枢的な管理機関への権限集中

の要を説き、さらに管理機構の重要部分に「学外有識者」を加えるこ

とを主要な提案としているが．今までの割拠主義の弊はおおうべくも

ないにしても．逆に集権体制によって「効率化」され、調整が円滑に

行なわれうるか否かは疑問といわなければならないし．その起りうる

弊害についての用意を欠き．他の組織体の管理体制を単純に適用しう

ると考えている点賛同しがたい。学外者の参加についても理念として

は拒むつもりはないし．真に大学の教育研究に対する見識をもった有

：能な管理者が得られたならば．社会と大学の媒介者としてむしる歓迎

すべきかも知れないが、他面において政治的・経済的利害を短絡的に

学内に持込む役割のみを果たすことになった場合大学は致命的傷害を

受けることになるであろう⑤

㈱設置者との関係を明確にするとともに管理運営の責任体制を確立す

るための抜本的改善策として提案されている二つの方向？うお学外

「有識者」を加えた新しい管理機関の設置に伴ないうる問題点は前項

…で述仙べたが、他の「公的な性格をiもつ特別な法人」の形態は今日大学

）のかかえている財政上の自主権の欠如という難点を解決できる可能性

千屯考えられ検討に価するといえようが、「公費を支出する側は．その

法人としての大学がそれに価するかどうかを自主的に判断する立場を

保留する」ものであるかぎり、国や地方公共団体の．大学の本質に照

らして望ましくない方向での介入のおそれは多分に存在するといわざ
…･・・６

区るをえず、こ;こでも設置者の「自主的判断」が目先きの政治的・経済

;～的利害か斗隊自由である保障はないというべきである。
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Ｏ金属材料研究所長『 Ｐ１．

この問題は非常に重要なものであるからｃ広い範囲で日月をかけて検討せ

ねばならない｡今日早急な答爲を正式に提出することは不可能である。蕊

特に本所ではこの問題と密接に関係する「研究体制の検討」「所の運営方

法改善に関する検討」「産学協同その他大学問題に関する検討」等につき夫

々委員会をもちつづけてきている。即ち独自の改革をめざしているｄ本中教

審の試案はわれわれの参考にするべきものであるｶﾐﾋの線に沿って改革案を

ふりかざされることは好ましくない。

なお．以下の意見は本来は所内の上記の各種の委員会や多数の構成員の検

討を経るべきものであるが、上にのべたようにこのためには日月をかけねば

ならない。.よってこ上にはほんの少数の者の．又改革全体ではなく、この構

想試案にのせられた項目の若干についてのみ意見を述べる。当方の「大学改

革案」ではない。

１）第１の１

教育と研究の可分･不可分の問題について

学術の第一線に立つ研究者として．日頃深奥な学術文化の開拓推進の職

務と、現在の学部程度の教育の職務との並;立の困難を痛感する。併し．こ

れは学問分野の種類や深度によるものであって．これに対する策としては

一律のものであってはならない。('）

２）第１の３℃第２の６■

、：組織編制の合理化と管理機能の確立化ド

ドヘヒの必要性はみとめるが．これは教育研究者と管理者とをきっぱり分離

することを意味してはならない。特に管理者或は管理機構が教育研究の立

場をとらず、実業的立場をとったり、近視眼的志向の入るような余地を残

すことは厳に戒めねばならない。
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3）第１の４と５

開かれた大学

学問の研究は本来他との交流がおってはじめて進展するものであるから、

特に他大学.他研究機関への交流開放は必須であり12)そのための制度は立
てられるべきである。大学以外の社会或は機関に対しても学問や問題意識

等の交流のためにも開かれるべきであるが．この場合そのために自主性を
ザ.．,..'ト：

失ったり、速効的．近視眼的志向や計画力§入りこんだり、更にはこれHIK優

越するような危険を来すことはおってはならない。
．(，

￣（１）本試案でIX大学の教育的面からの検討を強くさｵしている力､大学力奪術推進と将

来の文化の方向を求める場所としての検討を深くする必要がある。

（２）本案に云うと迫るの多種の大学の考えをその左上是認するものではないカミそれ

ぞれの理念を更に検討し、それら相互間の交流（人事をも含めて）を考慮すべきで

ある。

4）第２の６

大学院のあり方

眼現在の制度と異なり、大学院は"博士〃養成の程度であることには賛成

である（〃修士〃を含まないこと(3)）。この程度の大学院と附置研究所．

或は共同利用研究所は最高の学問の推進及びこれを担うべき研究者の養成

という使命達成のために一体となるべきである。但し．研究所は本来それ

，それ特定の分野で学問を深く鋭く推進する役目をになっている。その意味

で一般の大筆院を完全に融合する点については慎鼠な検討を要する。

(3)修士コースをも含めよとの意見もある。

以上
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Ｏ農学研究所

Ａ一股的意見一

本報告には次の三つの点が基本線として存在しているのです基本的には反

対である。

1．財界の要請に対応じすぎている～～で

２管理の強化

ａ差別の拡大の鎧それ

国民は教育を受ける権利があり．教育とは各人が自己を高めようとする努

力を援助するために存在すべきである、6‘も。●凸●｣｡

÷Ｂ各項目についての意見
｢｡－０ ：､

第１・高等教育改革の中`心的な課題

第２・高等教育改革の基本構想

１．高等教育機関の目的、性格の多様化

画一化を排し多様化することには賛成であるが．６種の機関のなかで

画一化がおこなわれないようにすることが必要であり．管理運(営の民主

化はどの機関においても必要である⑪

現在の日本の大学人･社会の間にある差釧感の強いことを考えると．

この６種の機関がそのまま差別化コースを強めることに役立つにすぎな

｛､危険がある○多様化のためには大学の自主的な検討にもとづく多様化

が必要である。

２教育課程の改善の方向
旨．、

一般教育教員を専門課程に組入れる際に差別をしないiid慮が必要であ

る。

３．教育方法の改善の方向

教員の余力が研究にむけられるように配慮することが必要である。
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４高等教育の開放と資格認定制度の必要

5．教育組繊と研究組織の機能的な分離

ａ教育組織と研究組織の機械的分離には反対である。個人としての教員

はつねに教育と研究の両面の活動が保証されねばならぬ。

7．大学院のありかた

もつと根本的な検討が必要である。

ａ高等教育機関の規模と管理体制の合理化

提案の如き学外者を入れた中枢的な管理組織は研究．思想．学問の自

由、大学の自治とは相いれないものである。

大学の管理は研究．教育と切り離すべきではない。教職員学生の管理

への参加を原則として認め．そのうえで運営方法を能率化すべきである。

大学の巨大化には反対であり、あまりに大きくなりすぎた学部、研究

所は独立すべきであるハ

９．教員の人事、処遇の問題

管理組織と大きな関係があり．研究．学問．思想の自由が保証される

よゲな具体策が前提として必要でおる。

10.国公立大学設置形態に関する問題の解決の方向

大学の責任は設置者に対して持つのでlまく．国民に対して持つのでお

る。

大学を行政機関の一穂とする考えには反対であるが．法人がよいか否

かは管理方式、財政方式との関連が極めて大きい。英国のｕＧ．Ｏ

（ＵｎｌｖｅｒｓｉｔｙＧｒａｎｔＯｏｎｍｉｔｔｅｅ）の如きもので財政が運営できる

ならば法人化の方向が良い。

11.国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善

財政援助はやり方によっては管理を支配することができ．管理機構の

運営と最も大きい関係がある。

ｕ０．０の如き組縦を確立し、国民総生産の何％かをそれにまわし．
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運営を委任すべきである。また寄付金などもＵ、０．０に入れて運営す

べきである、

奨学金は大幅に増加し、教育の機械均等をはかるべきである。

12．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整

計画的な調整lま必要であろうが、その任務は学術会議のような機関に

まかせることが必要である．

13．学生の生活環境の改善充実

学寮その他は厚生施設として必要なのでかつて．教育的な目的をおわ

すべきではない。

厚生施設はもっと充実する必要がある。

14．大学入学者選抜制度の改善の方向

テスト．内申の改善に関する提案の如き改善方法は意味がない。

大学間の格差．差別をなくすような財政的その他の努力をすることが

先決である。

Ｏ選鉱製錬研究所教授懇談会

選鉱製錬研究所の教授会は大学改革について目下検討中であるが．未だ結

論に達しないので．以下は本試案については選鉱製錬研究所内の検討グルー

プの検討結果を主として取りまとめたものである、

高等教育のあり方は我国の将来を左右する重要な問題で、国民全体の意見

を反映しなければならない。しかし最終的な取りまとめは本来政府などから

独立した機関によるべきものと考える。現在の大学には改革を要すると考え

られる幾多の問題のあることは事実であり．今回提示された試案はこれらの

問題点を現象的に指摘し、これを改革しようとする点では意義あるものと考

えられる。

しかし現在の中教審は行政的な性格が強く､その審議結果は教育の中立と
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いう点から問題と感じられる。したがって今後の論義は高等教育に現に責任

を負っている各大学が．自主的に進めつつある改革の意見を十分反映させう

る機関で進めるべきでおろう。

本試案は全休として官僚統制的な色彩と産業界などの要請に密着した姿勢

がふられ、自由な精神をもつ、創造的な人材を育成する、本来の大学教育の

理念が軽視されているように思われる。

また．大学の管理･運営については公共企業体と同様左観点から．その合

理化、効率化に重点がおかれ、大学の特異な組織体としての性格が認識され

ていない感が強い。

以下本試案の逐条審議過程において問題として指摘された二、三の点につ

いて述べれば

第１の１項については人間能力の早期育成のため．学校教育の期間を短縮し､

必要により再教育をする体制を強調しているが．運用によってIま産業界など

の要請に密着しすぎ．弊害を惹起するおそれもおろう。

また研究と教育を不可分としてきた大学の伝統的考え方を軽視している点

は．大学の根本理念に照らして問題であろう。

第１の３項については現在の大学の問題点については大学側も深く反省しな

ければならぬが、その起因としては既設大学の定員増．安易な大学の設置に

よって急増する大学進学者を処理してきた文教政策も見逃すことはできない。

大学の巨大化に伴う諸々の問題点は単に管理体制の強化のみでは解決できな

いでおろうへ，

第１の５項について「国民全体の立場………－…」の記載における「国民全

体」の内容が不明確であり．その内容如何では後尾記載の「望ましい方向へ

誘導し、助成する国の役割………」は教育の中立の観点から問題となるでお

ろう｡
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Ｏ抗酸菌病研究所

中教審の「高等教育改革の基本構想試案」に対して原則的には賛成である。

すなわち高等教育課程の多様化．同教育内容の「一般」および「専門」の

それを通じての一貫化、高等教育機関における管理運営の効率化。および規

模の適正化、大学の閉鎖的独善性の排除．高等教育機関の自発性の尊重と計

画的な国の援助．調整等中心的課題として打出した問題点は。正しく従来大

掌が当面して未だ解決していない課題を捉えたものとして評価する。

また、第１の「中心的課題」をペースとした第２の「基本構想」に関して

も概ね妥当なものも多いが、各項目の中には極めて具体性を帯びたものから

抽象的で真意が不明確な箇所もある。

更にこれを仔細にみると、次に挙げるような相当問題となる点が見られる｡

たとえば

１．に関して本学のような綜合大学は「高等教育機関の多様化」としてではな

く、同一教育機関における教育課程の多様化として受けとめたい。

２．の「教育課程の改善」における「一般教育」においても「専門教育」にお

いてもまた３における改善された教育方法においても．すべて教育内容の修

得のみならず、個々の教育課程の修得を通じての人間形成が最も尊重されな

ければならない。このことは最後の１２における「学寮」の問題に関しても

妥当することであり、教師と学生および単生相互間の切瑳琢磨を通じての人

間形成が欠けた場合の学校教育は無意味であり．このことが現在の大学教育

で最も問われていることでIxおるまいか。

ａの「大学院のあり方」の中で「大学院または学部の教育・研究活動の補助

者」という表現があるが、それは具体的には何を指しているのか、現行の

「助手」の如き６のか。

７．の「高等教育機関の管理運営」に関して．「学長を中心とする中枢的な管

理機関にじゅうぶんな指導性を発揮させる」とあるが．「指導性」とは具体
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的には何を指すのか不明でご機関構成員の意志とかけ距れた指導性に陥る危

険性が＋分考えられる。
…ｊ」．/;；’

9.の「国ｑ公立大学の設題形態」に関する項でIま、真に大学が自治の権利を
●､■●

行使し､その責任をとるためには．現行の如く、国立大学の設置者が文部省
ざ.＄、－．

であり．教官の身分ｶﾐ国家公務員であることIま適当でないのではないかと考

えられるし．また予算の執行上も行政官庁として厳密な会計法上の制約を受

けることは大学本来の教育と研究にとって不都合な点が多い。従って「現行

の体制のま人では根本問題は少しも解決されない」ので・何らかの現行設置
...ﾄﾞ！h･

形態の変更力§必要.で,ある。しかし．この項の(1)．(2)に述べられている形態が

適当であるかどうかは、なお慎重な検討が必要である。
．.ｊ’@F,

10.の「国の財政援助方式…･･…･」の項において現在国・公立大学と私立大

学とであまりにも、授業料その他の点において学生負担の格差が大きく､こ
･ＩＰの｡｡'０

１．．．・

の点教育の機会均等の精神より由々しき事態と言わなければならない。その

ためには同項「説明」文中にもおるように、授業料等は国公立を通じて平準
：．。｡_

化すると共に国家的な奨学制度の大幅な整備確立、更にIま授業料免除措置等

の拡充が早急に実施されなければならない。また高等教育機関に国以外の一

般社会からも大幅な資金的援助を得らがる免税措趨等の途が開かれることが

望ましく…またこの場合〒艇に援助者の利益に結びつくような条件を附さな
←｡”■-1-｡,り

い考慮も必要であろう､1,Ｗ
二Ｊ91

1＃｢高等教育1,整備蝉可壇に閉する国の計画的な調整」に関して・従来文部

省慨高等裁意蟻関の整備拡充に関しては長期的展望を欠き．私立機関に関
,一・00～Ｌ

しては「設置基準」を形式的に満足すればその設立左許可したり．国立機関

に関しては各機関の新設．拡充の申請の概算響求と社会的要請の度を勘案し

つつ、小出しに拡充を行なって来たに過ぎない。それで、本文で言われるよ

うに限られた国家財源で援助効果を最大限に発揮するためには高等教育整備
．.０－CUP･

拡充に対する長期計画力i是非とも必要である。

１２「学生の生活環境……Jｎ項では現状の学寮に関:して中教審ばこれを放
0..１．６Ｊ.｡､1．
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棄した形をとっているが．このことも大学自治の責任においてより明確にさ

れなければならない、
.１．０･

学寮が従来果して来た機能を二分して.一方に学生会館ないし学生センタ

ー的な施設を整備しようとする「説明」の主旨が見られるが。これとても大

学の自治の責任を明確にしない限り、同じ過ちを操返すことになるのではお

るまいか、

１３．の「大学入学選抜制度の改善」に関しては主旨として賛成であるが．そ

の中で(2)の高等学校間の評価水準の格差を是正するための共通テストの適正

なものを高校および大学当局も参加して制度を確立するとともに、各大学が

これを尊重する姿勢が必要である｡

Ｏ科学計測研究所

慎重に検討すぺき問題であり、･今にわかに結論的な意見をのべることは出
ｚｑｌ,！`、.、

来なし､が．以下の如き総括的な見解を得た。■

個々の点については必らずしも反対でないところもあるが、全般的に見て

国大協の第２研究部会の「全体としての問題点」忙述ぺられている意見に近

い考えをもつ。すなわち、中教審案では大学の使命として．特に産業界に必

要な人間の養成に重点がおかれており、職業教育的要素をきわめて重視して

いる印象をうける。したがって、試案でば在来の研究と教育の場としての大
．．．．』八．

学の概念力:、軽視されている点に問題があると思われる。在来の大学の短所

のみならず●長所についても充分な検討を行なったうえ．立案することをの

そみたい。
'.↑､1｡

Ｏ高速力学研究所

●

第１「高等教育改革の中心的な,課題」について

－４０－
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中間報告に述べられているいわゆる「中間的課題」について充分考慮され
，…布！；い…：:．,、

るべき問題点として－１欠の三点を前言として述べる。
,（’１－’-

(1)改革の方針の中に学問の水準の向上に対する記慮が少ないように見える。

この問題を無視して高等教育を論ずることは誤りであろう｡

(2)高等教育‘就中従来の大学に相当する教育を論じるにあたっては．研究の
DC－

面を論じる必要があると思われるが、中間報告で'ま研究の面にはほとんど
Ar

ふｵしていない。教育と研究の相関関係を明確にした上で．教育組織につい

て論すべきである。

(3)学問としての教脅iおよび研究は何人によってもコントロールされるべき

でない。従って←通常の場合に国家が直接的にあるいは財政面を通しても
！｛

高等教育機関の教育および｣研究をコントロールすべきではHEいと思われるｎ

第２「高等教育改革の基本構想」について

1．（高等教育機関の目的・性格の多様化）
．,１．－

(2)、(5)、および(6)．特に(6)の高等教育;研究機関の具体性に欠けて治り・

研究と教育の関係が不明である｡

２．３（教育課程および方法の改善の方向）

現在の大学教員数と学生数との比率は．約’：’８であり．この過当な

比重が大学問題の大きな要因になっていることを考えれば、教育工学的手

法の採用あるいは．教育補助職員の大巾な充実は実現されるべきであろう。

従って．これらに必要な財政的裏付けを切望する、ただし．補助職員の役

割を明確にすべきであろう。

４．（高等教育の開放と資格認定制度の必要）

学年制ではなく、単位修得制とすることには賛成であるが、夏期や夜間
｡=_□,｡●-

丁勇．１．．．，，．０万・

のスクーリング等の教育に'ま教官組織の充実が前提条件となる。

５．（教育組織と研究組織の鮫能的な分離）

教育組織と研究組織の機能的な分離は必要であると思われるが．教員が
､ｻﾞ．．｡（._礼

研究組織と教育j1且織とにいかに関与するかが問題である.従って.このよ
ｭ-G$-

－４１－
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うな案の提案者である中教審は、教員組織．研究姐織｡いおよびI教.青組織と

その相互の関係について．具体的な草案を示したうえでこの間選臓論ずべ

きであろう。また、助手の位置づけを明らかにする必要がある.と思わ;れる゜

6．（大学院のあり方）～・『－

学術研究および教育を行なう機関として定義された唯一の高等，教育，機関

である第６種の大学院は．わが国の学術研究の中心で錫瀞と考えられるか

ら．この機関には専任の教官．設備等の組織を置くべきである６また．中

教審答申のいう大学院と大学院大学との関係が明らかでないが、現在の修

士課程は(2)あるいぼ(5)の高等教育機関によって高級職業人の養成機関とす

べきでおって．そのような修士課程を大学院とすることは好ましくないと
．～.！￣．’‘

考え_られる、

7.～１１（管理．人事．設置形態．財政．整備充実等に関して）

研究および教育は、その時代の政治あるいぼ社:会】環境に直接1左右さ'れぉ

べきではないはずである。従って．例えば大学.協'会の如き機関（構成は大

学人および学外の有識者を委員として、独立した専属の`運営組'織を持つ）

を設け．教育に関する長期的な計画、教育組織の改善．教官の業績､評価．

処遇の改善等と同時に研究行政に関する事項を１５ｔ扱い得る機能を持!たせる

べきであるとする方法もあるが、その方法についてはなお検討を要する、

１２１３．（学生の生活環境８入学者選抜制度について）Ｌ，

厚生施設の改善は必要であり、その管理運営は大学以外の何らかの公的

機関が行なう方途もあると思われる。

ｏ電気通信研究所教授会

本学においては．過去における大学のあり方に対する反省のもとに昭和４０

年以来改革のための努力を進めてきている。Aい~｢w＝

さらに一昨年来のいわゆる大学紛争により、全国の大学人確学問と教育の

－４蚤



あり方および大学の制度について、改革の必要を痛感し､改革への道を歩ん
よ(:ﾉー．．’

でいる。この時にあたって．中央教育審議会の基本樹想試案の中間報告が公

表されたのである。この中間報告は｡現在までの大学のあり方に対する批判

に基づいているものであるという見方もできるｎ
J『ｉＹＸ－

しかし．改革を進めつつある我々の考え方と．本試案に示された基本構想

とは、残念乍ら一致するものではない。

したがって、我々はこの基本構想をそのまま認めるわけには行かないので

ある。

高等教育としては今日の社会に直ちに役立つような人材の供給を主眼とす

るものも必要であるが、高等教育機関のすべてがそのような方向に進んだの

では．次代の社会と学問があるべき姿で発展することを期待することはでき
゛５１

なし､。したがって．現在の社会に直ちに役立つ人材を養成することばかりを

目的とはせず、次代の社会と学問の発展に貢献するような人材の教育と研究
SqP--■ｂ

の遂行が同時に行なわれるような大学も必要である。般近の我々の努力も、
．．’｡・

そのよ】うな方向に進められてきた。しかし．本試案には、そのような形の大
？‘；．、

学像というものはうかがわれない｡本試寒'ｷ?,最近の大学紛争などに見られ
るような表面的現象に目を奪われ最も重要な次の時代のための教育と研究に

対する配慮に欠けるところｶﾐある,と考えられる。.$.,．

またそのような次の時代のための大学においては、教育と研究とは分離し
’0.1.0.（’０．．Ｆ, ！_」

て行なわれるべきものではなし､。自ら研究にたずさわっている者による教育

でなければ．次の時代としてあるべき姿の社会に貢献し､､未来を開く研究を

推進する人物を作り出すことは困難である。それにもかかわらず、本試案で

砿、この点は全く無視されている、また本試案では全般的に…管理方式に重

点がおかれている、大学の現状にばたしかに管理機能に問題が無いわけでは
゛；‐､・

なし､。しかし管理方式のみを如何に改めても、教育のための予算の裏付け．

および教育者の質の向上と数の増加なくしては．真にあるべき高等教育の実

現は不可能と断ぜざるを得ない、
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我々は．管理方式の改変よりほむしろざ教育者の質の向上と教育環境の改

善のための改革をこそ行なうべきであると考えている。

以下中間報告に示された基本構想に対し、逐条問題点を指摘し、高等教育

と研究に直接たずさわっている我々の意見を述べ．高等教育の改革に関する

委員会の討議の参考に供したいと考えるものである。

第二高等教育改革の基本構想について

Ｌ（高等教育機関の目的、性格の多様化）

ここに示されたように高等教育機関を６種類に区分した上での提案では．

学問の発展のためというよりは．むしろ．現実社会とのつながりという点

に重点力:おかれているように思われる、特に大学院に相当す'ろ第５種およ
・‘;Ｊ

ぴ第６種の教育機関を専門教育を主とする大学におき、総合大学と切りI土

放していることは.学問の普遍性を否定するものでＳ賛成できない｡総合

大学は将来の社会と学問の進歩のために高度なものとするべきであって、

職業的教育を目的とする専門教育機関の増強が必要という産業界の声が大

きいからといって総合大学の重要性を忘れてはならない。噸業教育を重視

したこの６種の機関で高等教育械幽の真の目的が達せられるとは考えられ

ない。各教育機関の持ち味を生かした多様なあり方が許されるべきである。

2．（教育課栓の改善の方向）

一般教育科目をそれぞれの教育課題の中に含めて実現をはかるのはよい

が、それが、専門教育に必要な範囲に限定されてはならない。具体的には、

幅のおるカリキュラムを作り履習になるべく自主的選択が許されるように

するべきである。従来の教養課程には問題があることを否定するものでは

ないが．現在各大学でその改革を自主的に行ないつつある状態であるから、

それにまかせるのがよいと考える。

3．（教育方法の改善の方向）

教育工学的方法は、職業的技術者の養成や、語学教育などには有効かも

－４４－



知れないが、本来の教育には、学問的実践が生々しく伝わる方法をとるぺ

きである。教育予算の貧困という問題をこのような形で解決するべきでは

なく３教育予算を実質的に増加し回教･宮の質:の向上と数の増加をはかるよ

うな施策をこそ講ずるべきである。特に、教育工学的方法の採用によって、

教育が画一化されることは避けなければならない。

４，－（高等教育の開放と資格認定制度の必要）：（

社会人が再教育される機会を作ることは望ましい。ただしその場合も、

社会に対して開かれた大単は、職業上の要求に応えるばかりでなく、学問

の場としての姿勢を崩さないものでなければならない．.⑥Cｆリー

ト高等教育においてl士もが単なる知識の教授にとどまら;ず指導する教員の人

格に触れる所に教育効果があると考えられるので、この点のＩｉｍｌ恩が必要で

ある｡〒特に、放送大学の構想についてはもこの点から考えて大学と言える

‘かどうか疑問である。しかし、社会人の希望に応える再教育機関の実現方

法についＩて、働きながら学ぶことのできるような具体的な工夫は尊重され

るべきである。

５（教育組織と研究組織の機能的な分離）

ある種の高等教育機関では研究組織と教育組織を分離することが望,まし

いかもしれないが．すべての大学をそうしたのでは学問の進歩の道峰ふさ

がれる。たとえば大学院博士課程での高度の教育は口研究を通してしか行

なえないのであって、教育と研究とを相容れないものとするような議論は．

学部教育においてさえも教育の本質を離れ．質の低下に直結するものと主
．･0.ｆ

張せざるを得ない。

学問の本質ということを考えれば．教育と研究とは一体となるべきもの

であって。これが分離して考えられるのは、高等教育とは言い得ない技能

者教育の場合にすぎない。真の高等教育においては、教育者は少くとも研

究者でなくてはならない。が，

しかし、このことは－現存する大学という名を冠するすべての教育機関
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について画一的に主張するのではなく、ある場合には…教育組織と研究組
－１

織とを分離する必要力:あることを否定するものでIまない。その場合でも、
６Ａ’

教育組織と研究組織との相互の交流は．教育の向上のために必要である。
．：．、

６．（大学院のiibり方）

第６種の高等教育機関（大学院）を第２種（特定の専門的な職業に従事

するための資格または能力を得ようとする場合）の教育機関と第５種（現．.．：

行の大学院修士課程の水準に相当）の教育機関のJ9Lに置くことには反対で

ある。＿

我々は．現行の大学院の改革については．次のような大学院の構想をも

っていて.＿これが実現されることを強く要望するものである。すなわち現
Ｉ、、

在．博士課程をもつような教官、設備ともに特に優糀既設大学琴強化し
、＿

て大学院大学とする。この大学院大学は．博士課程を主として織成し.必
．…:,.．．，8J・へ゛、

要により修士課程および学士課程をおく。移行措置としては．学士課程を
．↑1で．!~

･_ノイク･･‘

縮少して大学院を充実して行く。学生は他大学の掌部および修士課程卒業
｡ＣＯ一

生を多数入学させる。大学の編成としては、従来の総合大学の教養部、学

部および付置研究所を廃止して．研究科に統合する、この大学院大学では

大学院教育の目的を十分に達成し得るように専門科目と教養科目の均衡を

図り．またそれぞれの研究科の別に応じ、その特色をもたせる。ここでは

高度の教育は主に研究を通じて行なわれるＱ…

以上のような大学院大学の構想を本研究所はＢ案として提案している｡
ＣＱ．－．O

この他に､既設の大学にとらわれt(:い新設大学院の構想をＡ案として提案
・州」

している。これIま組織としては、全国に唯一であるが．国内数ケ所にキャ

ンパスを置くもので、国際的レベルの専任教授と多数の客員教授が研究教
４．．．

青にあたる。本研究所の以上のような大学院大学の構想の詳細Iま別紙とし

て添付する。

７．（高等教育機関の規棋と管理運営体制の合理化）．

すべての高等教育機関が、あらゆる専門分野をもとうとして、いたずら｡０８

－４６－
’▲⑨｡'｡



に巨大化することには問題があるが．学問上の必要および教育．研究上の

必要から比較的少数個の特別な大学が巨大化していることを、全面的に否

定することは必ずしも合理的ではない。したがって．本項において高等教

育機関の種類を問わず、小さな規模のものに分割するぺきであるというよ

うに取れる表現がしておることには反対である。大学の規模は、その大学

において行なわれている学問の内容に基づいて決定されるべきものであっ

て．単に管理運営に便利な規模にするのがよいというものではない。

高等教育機関の管理運営が自主的・自律的に行なわれるようにするべき

であるということは当然でおるが．そのために中枢的な管理機関を作って、

それに大きな力をもたせたのでは．真に自由な学問の発達という大学の本

来もっている最も重要な目的が害なわれる危険性が大きい、

過去における大学紛争のような、一時的な混乱を防ごうということのみ

に意を注ぎ、大学の真の使命の達成を妨げるようなことには反対せざるを

得ない、

特に、大学の管理運営のためには、大挙人は広く学外者の意見を取り入

れ．大学内の各人の認識と判断に基づいて行動するべきでおるが．学問の

内容に関する外部からの干渉は絶体に避けるべきでおって、そのために．

如何なる形であろうとも．学外者を大学内の管理運営の組織に加えること

はできない。学外者の意見を取り入れるために大学人は常に謙虚でなけれ

ば放らないことと．これは相反するものではない。

ａ（教員の人事・処遇の改善）

人事の閉鎖性から教育研究活動の停滞が生じることを防止することは必

要であるが．それは任期を設けたり．同じ学校の出身者の数を制限したり

することだけでは防止できるものでは虻い゜今までの大学では．特に教授

の地位の安定による弊害が大きいとして．社会から強い批判を受けている。

その弊害は是非改めなければならないことではあるが．それだからといへ

て．比較的短かい任期を設けることによっておきる地位の不安定に基づく
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弊害にも．また．無関心ではあり得ない。これは米国ではすでに重視され

ていることである。また教員の選考や業綴評価に学外の専門家の意見が強

く反映されるようなことになれば、選考と評価の結果は．必ずしも学問の

研究と教育に基づくものばかりとはならず思想や政治的信条の影響が加わ

るおそれが生じる。このような事態になることは絶対に避けるべきである。

優秀な人材を吸収し、併せて人事の交流を活溌にするためには、何より

も．＋分な予算的措置が必要である。多くの労力と年数をかけて建設した

研究の場を離れて新たな機関に移った場合．現状では、過去に建設した物

的人的環境を利用することが困難になる許りでなく、新たな機関で．必要

な研究設備と補助員を直ちに獲得することは．ほとんど不可能であり．長

年に亘る研究の停滞と｡それに伴な５外部からの評価の低下は免力きれない

ものとなろう。質の高い教育者を得るためには。本項に述べてあるように．

教育的努力を助長するよう放給与制度とする許りでなく、研究継続のため

の便宜という面でも十分な鮒鳳がなされなければならない。また任期を定

める場合に．任期が短かすぎるのでは．上記と同様の理由で、教育機関全

体から優秀な人材を失なうことになる危険性がある。

９（国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向）

本項のような考え方は．高等教育機関、なかんずく大学が今日の社会の

ためよりはむしろ次の時代の社会のための学問と教育を目的としていると

いう．前文の所論からすれば、大きな誤りであるといえる。もちろん現在

の日本で大学という名のついているすぺての教育機関が｡本来の大学たる

にふさわしいものであるとは限らないし．また今後さらに増加する傾向に

あるこの種の教育機関のすべてが次の時代のためにのみ存在するとは言え

ないの嫁．当然である。本試案に提案されている６種の高等教育機関のう

ちの一部においては、たしかに本項のような管理運営体制のもとに．今日

の社会に役立つ人材の養成を行なわせてもよいかもしれない。しかし､す

べての高等教育機関の管理運営がこのように強力正統制の下におかれるよ
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うになれば．真の学問の発達は阻害されるおそれがあり｡次の時代の社会

のためには由々しい問題である。設置者たる国は、大学に対する期待を､

性急に、今すぐに役立つものとして持つべきではない｡大学それぞれにそれにふ

さわしい人材が教員として集まるような施策を講じ、それに。自律性と自

己質任をまかせるべきである。決して一時的な紛争対策などで百年の計を

誤ることがあってはならないn

1o．（国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善）

真の意味での高等教育機関といえるような秘立大学に対する国の援助は

当然のことである。ただし、これを通じて国が大学を統制することがない

ような制度としなければならない、

一般社会からの援助は、それによって大学の自主性を害なわないように

することが必要である。

11．（高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整）

本項の所論のように．高等教育の整備充実に関する国の計画を立案し●

その実現を推進する公的な新しい体制を確立することは必要である｡現在

までは．そのような体制が確立されていなかったため、大学というに値し

江いような大学が続出し､大学というもののあるべき姿を社会人一般に誤

って認識させる結果にもなっている｡

しかし、このような新しい体制はややもすれば、時の政府や実業界に利

用されて．百年の計を誤まるおそれがおるから、その組織と運用について

は十分な注意が必要である。また．このようｆに制度によって国民的利益の

名のもとに誘導され、指導されるものは、高等教育機関の中でも現社会に

直接役立つことを目的としたものに限られるべきである、

繰り返して言うが．最高の学問を維持する大学は、今日の社会のためよ

りは．将来のあるべき社会のために存在するものである。このことによっ

てこそ．社会と密着することのない大学の自主性は｡それ忙伴なう多少の

弊害が生じやすいとしても、尊重されなければならないのである○
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（別紙）

大学院大学の構想案

電気通信研究所

Ｉ慨要

大学院大学としては．次の２種類を併設するのがよい、

（１）大学院課程のみをもつ大学院大学を新設する。

（２）既設大学のうちで教官・設備ともに特に優れたものを補正して大学院

大学とする。

Ｈ理由

大学院大学の構想は．国大協第一常圃委員会案あるいは．岡田私案など

最近各方面で相当具体的な形で論議されている。これまでの構想は、既設

の大字のうちで教官・設備の特にすぐれたものを大学院大字とする。すな

わち(2)の型のみを念頭に置いている。

このような構想の主たる主脚点は．

（１）現行制度に大たる変革を与えることなく実施できる。

（２）大学の大衆化は、それなりに意義のあることであるが．それに伴たう

大学の質的低下を防ぐため‐大字制度の補正を行なう必要があるが．そ

の点も大学院大学とすることにより一緒に解決できる。

などの点である。

大学院大学の構想を押し進めるに当って．上記の要因は確かに重要なも

のであり、この生うな既設大学を基礎とした大学院大学も必要である。し

かしこの形の構想だけで．大学院大学に対して要請されている高度⑩研究

教育機関としての使命を十分果せるかどうか疑問を感ぜざるをえない。こ

のような疑問の生ずる主なる点を列挙すれば

（１）既設大学の使命から生ずる制約；大学院制度の重要さは．学問分野に

よって相当な差異がある。すなわち．ある分野では、高度の研究教育を

－５０－



行なうには相当の年月を要し、大学院程度の年限では中途半｡端であり．

教育制度としては．むしろ学部が最も重要なものもあればも反対に学部

での教育だけでは不充分で．大学院レベルの教育が最重要とされる分野

もある。

これに対して既設大学の大部分は綜合大学であり．綜合大学では全学

間分野にわたる調和ということは重要な要素である。この点に留意する

と．既設大学を基礎とする大学院の規模と質は．そこに自ら制限がつき．
.！'‘：；「

大学院を重視する学問分野からJﾘﾄれば．それのみでは十分とは言えたい

程度のものとたるであろう。、：

（２）大学の巨大化に伴まう弊害の助長～

現在大学の質的低下が各方.面で問題にされておりす､そのため(2)の型の
_｡-9９~･

大学院大学では．教官陣容の充実と．設備と、設備の拡充ｶﾐ要請されて

いる。しかし現在大学が直面している問題は．むしろ大字の急激な膨張

に対して、重要教育．研究、管理運営の態勢が対応しかねている点にあ
Ｙ

ろ。この観点'て立てば．教官・設備の充実は、望ましいことではあるカミ、

そこにはある限度が存在しよう。大学の理想的な大きさについてはいろ

いろ議論もあるであろう力丸大学が一つの組織としての機能を常に維持

できるような形での充実を考えると．(2)の型の大学院大学の規模には限

界があり．それのみでは十分でない。

（３）大学の多様性が望雀しい

我が国の大学はあまりにも画一的で特徴がないということがしばしば

指摘される。大学院大学を考えるに当って．このような弊害を除くこと

が必要であり、そのためには.…制度的にも類似したような形のものばか

りで薮〈．それぞれが特徴をもあ．互に相補なり主う左異なった形の大

学院大学をつくることが必要である。

Ⅲ大学院大学をつくるにあたって留意すべき諸問題

大学院大学をつくるに当って．従来の大学のもつ欠点を除去するため、
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次の諸点に留意する必要がある。

（１）学問の発展性と流動性とくに境界領域の分野の重要性を考えて．それ

に十分対応できるものであること、

（２）教官人事の固定化．特に学問の進展に対応するために必要な人事交流

が行ないやすいものであること。

Ⅱ3）大学院学生に対してば．一つの大学ですべての単位．研究を終えるこ

とは必ずしも好ましい制度ではない応したがって大学院大学)間の単位の

読みかえ．指導教官の選択などに相当な自由度を持たせることが望まし

い、

（４）(2)の型の大学院大学では学部（教養・専門）と大学院の２重性に伴な

う矛盾・不合理を克服し、学部・大学院の一貫教育としての利点をおげ

られるような制度を考える必要があるｎ

（５）大学院大学相互間の教育・研究の協力態勢が確立しやすい制度を考慮

する必要がある｡

（６）さし当り、(1)の新設大学院大学に教官・設備を集中的に投入し､大学

院の教育研究のレベルの画期的な向上をはかるのが望ましい。

Ⅳ大学院大学の概要

Ａ新設大筆院大学（(1)の型）

１．この新設大掌院大学は．唯一つとし．全国数ケ所にキャンパスを置

く⑪

２名キャンパスは．すべての学問分野を網羅したものである必響はな

い、すなわち．いわゆる綜合大学院である必要はない。

３．種類と修業年限

（１）原則として博士課程一本とする。

－５２－



（２）修業年限を特に定めず単位制をとる。但し．必要により修業年限

を定めることもできるが．この場合も学問分野の性格により適当に

定めるものとする、

４．学位

所定の単位数を取得し、学位論文を提出し､合格したものに学位を

授与する。

5．組織、編成

（１）－キャンパスを－つの組織とする。

（２）一キャンパス内には若干のコースを置く．コースには．十分な流

動性をもたせる。

6．管理運営

（１）総長全掌的な総合調整にあたる｡

（２）評議会を置く。大学全体としての運営に関する重要事項を審議す

る、

（３）単長を各キャンパスに置く。

（４）教授会．各キャンパスに教授会を置く。

キャンパスは、大学自治の中核であり、研究・教育・管理一運営

について大巾な自治をもつ。

（５）コース主任、コース教官会議を置く、

７．；教員

（１）専任教授の数は、あまり多くなくてよいが．国際的にみても傑出

した者に殴る。

（２）多数の客員教授のポストを置く。この客員教授として他のキャン

パスおよび既設大学の教官を数年間にわたって迎え．研究・教育に
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参加させる。この制度により人事の活溌な交流を期待する。

（３）専任教授の待遇は．国際的レベルとし．国内外を問わず優れた研

究者を迎えられるようにする。

（４）人事の停滞を防ぐため．停年を現在よりもはるかに若くする（５０

才位）。

８．学生

（１）入学資格は学部卒業者とする、ヅヅブー

（２）学生は、大学院大単一本で扱かラ。すなわち学生は特定キャンパ

スに固定されず．自由に単位を取得できるし句研究指導が受けられ

る。

（３）他大学との間の転単を制度化する。

（４）奨学金制度を整備・拡充するか。または．リサーチ・フエローと

して俸給が出せるようにする、

９．財政

教育研究費は必要なだけ出すようにするｎ

Ｂ既設大学に基礎をおく大学院大学（(2)の型）

１５種類および修業年限

（１）大学院大学は、博士課程を主として構成するが、必要により､修

士課程および学士課程を置くことができる。

（２）単位制を採用するが．学問分野の性格上．必要により修業年限を

定めることができる。

（３）現在の総合大学の教養部における教養教育は．発展的に解消し、

大学院教育として一貫した教育を行なう。

｝（注）単位制採用の場合は．自大学および他大学間で単位のよみか
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えな行なう。

２教育内容および教育方法

（１）大学院教育の目的を．十分に達成し得るよう専門科目と教養科目
･「

の均衡を図り、また．それぞれの研究科の別に応じ、その特色をも

たせる。

3．従来の総合大学の教養部．学部垢よび附圃研究所は．これを騰止し．

研究科に統合する。

（注）イ学内諸機関（他研究科、共同利用研究等）への併任を考慮

する。

ロ客員教授制度を設け、他大掌．大学院大学への併任．およ

び他大学、大堂院大掌（外国）からの併任を拡充する。

4．準位

所定の単位数を取得し、所定の研修（論文）を完了した者に与える、

（注）イ単位制を採用した研究科では．短年限で学位を授与する

可能性を与える。このため従来より規定の単位数を低減す

る必要がある。

ロ集団で研究論文を完成したものには、それぞれに学位を

与える。

へ学問分野の境界領域の研究を完了した者に|ま．学位の種
．～．，：．；．‘

ＢＵを特に限定せず（博士、修士．学士共）授与する。
ｉｉＪＬ

５．大学院大学の設題ｵsよび組織編成

１．規模および設置
!’－，､`,..！Ⅲ.

（１）従来の総合大学の学生配置．教員、設備､施設のよみかえより｡
．＞･＃:.！…．．（ｊ

出発する。研究科の事情により．学士課程入学者を漸次低ifｆし．
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修士．博士課程入学者数を増加し、ほぼ矩形に落着かせることも
’ｉ：Ｂ

できるようlと画一性をさける。

２組織編成

（１）従来の組織編成は．研究科に分離｡統合する．

（注）イ管理運営に適した規模とする。（大に過ぎ．また小に

過ぎないような配慮が必要である）。

ロ研究科には専攻を置く。

′、講座制を採用するか否かは．自主的に決定する。

6．管理運営

１．大学の自治．すなわち自主制は研究科を単位とする。

２．．筆内管理機関

（１）筆長（総長）

大掌の管理運営、職務権限．大学院の総括的な責任である。評

議会．その他の学内諸機関と連携を保ちつつ全学の総合調整を図
｡’.ｂ･

り．かつ．その指導的機能を果すと共に．共通施設たとえば共同

利用研究所、計算センター、図書館等の管理の最高責任を負う。

（注）選考．任命．任期等については別に定める。

（２）評議会

（a）職務権限；学則研究科規定等の制定、改廃、その他．大学全

体としての遮営に関する重要事項を審議する。

（協議会は．これを評議会に職務権限を移す）

（b）構成；学長（総長）および各研究科長（副準長）

(3)研究科長（副学長）

(a）職務椎限；大学院大学の基本的構成要素の研究科教授会の管
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●

理運営の執行責任者。

炉（b）選考．任期は別に定める。

（c）研究科長補佐機関専攻主任（部長）

（４）教授会

（a）職務権限；研究科における教育研究の計画および予算、学生

の教育指導および学業評価．研究科長．教員の候補者の選出．

学位、称号に関する事項等の審議。

（b）禰成；教授のみをもって構成し､必要により助教授または常

勤講師を加えることができる。

（c）設置；教授会は研究科に設置する。

(5)研究科別の事務局を置き．また大学院大学全体として事務総局
⑥b0

blB

を霞く。

３．教員の身分取扱いおよび待遇

（１）教育研究の成果を挙げるには．教員が適確者であることが必要
`．！j

である。その選考に当っては．研究科長は教授会の議により回そ

の候補者を学長に推せんし、学長は文部大臣に申し出、文部大臣

それによって任命する。教員の候補者の選出には教授,のみが審議

する。

（２）教員の待遇

給与体系をその職務に即するよう整備する。

7．学生の厚生．補導

奨学金制度を整備、拡充し、教授会および評議会を経て年限を延長．

短縮できるようにする。

8．入学制度
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一般高校の卒業生は．学士課程に入学させ、他大学の学部卒業生は．

修士課程ならびに博士課程に編入堂させ．他大学の修士課程卒業生は．
。：Ｉ

博士課程に編入学させる。（課程の変更は一定の規準を満した場合に

自動的に可能となる。）

９．大学院大学の財政

大学院の内容を充実し、その水準を極めて高いものに維持し、これ

を向上させるためには．飛躍的に大きな教育研究費が必要である。特

に研究費の大巾拡充．長期計画に対する予算措圏．予算流用制限の緩

和並びに予算の繰越等については、特別な考慮が必要である。

v大学院大学における研究所
'．Ｖ

Ⅳ．Ｂ､３ﾚE述ぺたように従来の附圃研究所はこれを廃止し、研究科に

統合するが．学問の新しい芽が生じこれを急速に発展させる必要のあると
１．J

きば、大学院大学に研究所を置くのが望ましし､。そしてその学問の発展に
□￣０ｔ-

応じて新しし､研究科あるいはコースの編成へと進んで行く。このような点

を考慮すると、大学院大学における研究所は次のようにするのがよい,、

１．キャンパス教授会（(1)の型）．あるいは研究科教授会が必要と認めた

ときは．大学院大学に研究所を置くことができる。

２研究所には専任の教授を置かない、

専任職員は主として助手、雇員よりなるが、場合によっては専任助教

授は置くことができる。

ａ教授はすべて併任教授をもって当てる。

併任教授の任期は数年（２～３年）とし．その間研究Vど専念させるこ

‘

ともできる。
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山形大学

Ｏ教菱部

「１.高等教育機関の目的・性格の多様化」（Ｐ６上から１４行目以下）につ

いて

（１）最近の学生数の増加と質とを考えると．大字の多様化は必要と思われ

ろ◎

（２）ここに示された６種の教育機関は．形態的には．戦前の高専校大学と

類似した点のあることを感じさせる。～

（３）ことに、第２種のものにおいては…内容的に．細分化された知識の注

入にのみ偏して、「２教育課程の改善`の方向」の(1)にいう（Ｐ７下から

５行目以下）これまでの一般教育の目的が従来以上に充分果しうるかに

危険を感じる。

（４）また「専門分野に』Eろ差異を無視して画一的な修業年限を定めたい」

（Ｐ７上から３行目）とあるが、これはｃ在学年数を卒業の要件としな

いで･必要単位数の修得のみを卒業の要件とするものと解される。

（５）しかし､このような場合．学生は単位の修得にのみ走って．幅広い知

識の吸収や課外活動によって己れを豊かにする努力に欠けるところがあ

りはしたいか。

（６）もちろん､単位の授与は厳重公正に行なわれるべきであるが．最低の

在学年数を規定するか．あるいは．一年間の最大の履修単位数を規定す

る必要があるように思われる。

「Ｚ教育課程の改善の方向」について

（１）上記のうち「これまでの大学の一般教育のねらいとしたものは、次の

ような改善にエって、その効果的な目的達成をはかることが望雀しい」

として．(1)従来の一般教育と(2)基礎専門教育、おエぴ(3)外国語の３項に
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ついてのべている（Ｐ７下から５行目以下）

（２）これによると、従来の一般教育科目に相当するものは専門教育の関連

科目として履修させるものと解される。

（３）これはサセックス大学での方法と極めて類似していると思うが､この

場合は6m上記|,)の従来の一般教育科目に相当半ろ､のは(2)の基礎専門科

目とは内容、方法等で明らかに区別する必要があろう。

（４）をた、現在の学生の総合能力を考えると。←綜合コースを設けることが、

やはり、必要と思われろ。

（５）つ蚕b､１１)の従来の一般教育に相当÷ろものが．9専門教育担当教員の

片手間的授業として行なわれたり､あるいは､ｲ専門教育への:入門的基礎

的だ‘のとたらぬようにする必要があろう。濠．＿:」
､ｇｏ｡,IC!Ｄ

Ｔ４高等教育の開放と資格認定制度の必要」について。

（1γ高等教育を一定年令｝圏の学生や特定の基礎学歴のあるものだけでなく、
.，！．

広く国民一般に開放-することは極めて必要にして肝要なことと思われる。

（２）そのためには、大学は学内での正規の授業ばかりでなく、公開講座の
、Ｉ

開設も必要であろう。そして、公開講座は学内にお`いてﾌﾟﾋﾞけでなくｃ学

外に講師が出講して行なうことも考えるぺきであろう｡〈～

（３）霞尤もこれと併せて考えられる一般社会人の再教育蛤､..受･識希望が、

そのために時間的な便宜を与えられるような社会の配慮と理解とがたに

‘よりも必要であろう。

「5.教育組織と研究組織の機能的な分離」について

（１）教育と研究との両組織を区別することは必要と考える。‘

（２）しかし、研究を主とする組織に属するものも授;業を全く担当したいと

～いうわけにはいかぬから、そのものが．教育と研究のどちらを主とす:ろ

かという程度の差となるであろう。

－(3)この場合もいわゆるざ研究スタッフとは時期を定めて交替する必要が

あるが、現在のような貧弱左教官定員ではこの実施は到返困難である。
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、さらに大幅な定員の増加を必要とずる‘

(4)次に．教授．助教授、講師、助手という職階制も、昇任のときに業績、

ｉ贄i格の審査を行ないうるという点で全く無意味とは云えたい。

(5)ただ、それぞれの責任と職務の区別を一層明確にする必要がある。

(6)蚕尤．助手は教育公務員ではないが．教官についての規定が準用され

るから、助手の任期制は公務員の身分を保障する現行法（人事院規則８

－１２）から問題がある。

(7)、しかし､助手は採用のときに．その研究能力を判定することが困難で

あちから．研究者養成のための制度としてもその円滑な連用をはかるた

めに任期制を認めることには一理がある。

(8)さらに、大学院の学生で助手となることも｡省庁の研修機関での研修

生が公務員の地位をもつのと同じく制度的には矛盾とは云えぬと思われ

る。

(》さた、助手の位置づけ助手と教授会との関係については．助手は大学

の使命である教育と研究とに直接的責任をもたぬから教授会構成員から

除外するという考え方には一理がある。（国大協「大学の管理運営に関

（守る意見」昭和４１．６－はこの立場である。）

0．助手の扱いは．それぞれの大学でＤ雀允、同一の大学でも学部によっ

て一様でない。

⑪従って．教官の職務に近い機能を果している場合は助手を教授会構成

員として扱ってもよいであろうが､教授会での審議事項にエっては参加

できぬものもある｡

また、このような場合でも助手全員を構成員とするか、雀允はその代

表を参加させるかは考えるべきことである。

..！.｡」･-J’一･･~▽,

(ｗつ性ｂ、実状によづて決すべき、助手全部を一律に扱うことは妥当と
.､２－､1..-,.'１，．１

．１や

ｈﾋﾟ恩わごれないすｆ‘．～.…

Ｍ要は助手の意見が犬学び管理運営に反映することが必要なのであるか
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ら､へ教授会とは別に助手を加えた教官会や協議会を考えるべきであろう。
：！

｢7.高等教育機関の規模と管理運営体制の合理ｲﾋ」について

（１）上記の（説明）に「とくに財務．人事ｃ監査などに関する機関に学外

の有識者を加えることが､大学の内部的な衰退を防止するために必要で

ある」（Ｐ１３上から７行目．８行目）とある。

(2)この「有識者ｊという表現は不明確で．財務や監査には、むしろ「専

門家」の参加が必要となるのではあるまいか。

（3Ⅲ雀允、教官の採用．昇任の人事においても、教授会の構成員が必ずし

も候補者の業績について専門的知識をもっているとは限らず‘選考委員

も少数であるから、学外の「専門家」の意見をきくことも必要であろう。

(4)ｗ学外有識者なるものの選定いかんによっては．却って、大学の運営が

思わぬ方向に向かうことのあろを思わねばならない。

「８教員の人事・処遇の問題」について

（１）教員に関する人事制度が処遇の改善を伴わねば効果的でないことは論

『をまたない。

（２）また､国公立大学の教官の任期制は研究活動の長期計画の阻害や｡公

ｊ;損の身分保障についての現行法（人事院規則８－１２）との関係にお
゛（‘い

いて慎重に考えねばならう；こい。

Ｓ～霞ｉ讃

○

ﾋﾞ中教審の基本構想試案の観点

－６８－



、三富l閣[、

０４寺擁性にＺＦ１ｓ述二特色あるも。Ｋ

九州～大学

〔をえがき〕

この意見は、本学各部局における討議の結果をまとめたものである。

なお．この「意見」の提出にあたって．一・二の学部からそのことに反対
；Ｊ

の意見が出されたこと．また本字は。大学制度改革ＩＣ関しては．大学制度委

員会を中心に検討をすすめつつあり．》本学としての最終的態度は、同委員会

の最終報告等をまって確定されるものであることを付言しておく。

（別添資料：「九州大学大学制度委員会中間報告」参照」
P｡｡△1-

1．「基本構想試案」作成の手続きについて

（】）各方面からの意見の集約方法について

本「試案」については．その作成の過程において昨年８月の「大学制

度の改革に関するアンケート」による各方面の意見や。内外にわたる大

学改革に関する意見や提案を収集して審議が行なわれたとされている。

しかし●前記のアンケートは．その方式が不備であり、かつ設問の意見

誘導的性格が濃厚であったためにｏその回答猛は異常に(氏〈．その意見
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形成が相当かたよったものとなっていたのが実情である。

今回の「試案」が長期にわたる見通しに立って・わが国の高等教育の

あり方を根本的に考えた点は．これを評価するにやぶさかでないが｡’そ》

・れにもかかわらず、改革の方向に関し種々の憶測を加えざろをえず。ま

た批判的態度をとらざるをえないのは､今回の「試案」の段階では内容

的にみて具体性に乏しいこともあるが口現在の中教審の性格および上記入

のェうな作成手続きとも深く関連しているように考える。

(2)}大学の自主的改革の尊重について～』：～：

現下の教育改革．大学改革は、個々の大学の特性に即して行なわれる

べきものである。したがって、われわれは、現在大学および学部におい

てその制度改革の成案をうるべ〈努力を続けている。

大学改革は、新しい大字の創造を求める各大学の内部の熱意と自主性

を基盤として行なわれるべきものであり､すでに昨年来､数多くの大学

において自主的な改革案が発表され、現実に改革に着手している大学も

数多くある。したがって．国は．すでに先行している大学自体の自主的

：;た改革に対し､助言を与えながら。それを承認していくという形態をと

るべきである。すなわち、国が大学制度の改革に着:手する場合は、大学

の本来の使命が真理の探求と教育の自由にあろごとを承認したうえで、

寮ずそれぞれの大学の自主的な改革を中心とすべきであり、一律の天下

り的改革案を強制することなく゛大学の自主的な･改革を促進するという

方式がとられたければたらない。

この意味において、大学の改革に対する大学外からの意見として中教

審が発言する場合は、あく古でこのような各大学の改革への熱意ど自主

性を尊重し、そうした自主的な改革の推進を助ける、いわば助産婦的役割をこ

そ志向すべきであって、上からの改革を押しつけるものであってはならない｡こ

の点で本｢試案｣は．全国の各大学を計画的に統制する姿勢を示している。また゛

その作成課程からみて、大学間の意見をくみあげる手続きが十分である
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とは考えられない。各大学の自主的改革案がどのエうに取り扱われたの

か．全く不明である。本「試案」の前文で「最終的な報告をとり左とめ

る前に各方面の意見を聞くことにしたい。」と述べているが．左ず各大

学の改革案の内容とその取扱いについて意見を述ぺることの方が先決で

ある。そして最終的には前述のとおり、それら改革案の内容を最大限に千

許容する方向で「報告」をとりをとめることが望雀しい゜その手続きの

うえでの現実化の過程においてこそ．「試行の積み重ね」は生きたもの

とたろう｡

Ｚ「基本構想試案」全体について

（１）戦後の高等教育改革について

全体を通して．今日の大学教育の混乱についての責を大学側のみに負

わせ、そこから改革の提案が出されている。反面｡戦後２０余年にわた

る政府の貧困な高等教育政策についてはほとんど触れていない。この点

に関する批判を抜きにしては．改革は実質的には行ないえないであろう。

それに改革とはいうものの､本「試案」の内容からは．新学制発足以

来確固とした方針と見通しなしに膨脹して来た高等教育制度にＣ無理に

つじつ宮を合わせようとしている感じを受けないわけにはいかない。

（２）国家統制の強化について

本「試案」は総括的にいえば．大学に対する国家統制の強化という基

本線に沿って構想されたものであり、この基本線には同意しがたい。こ

の点から考えて．本「試案」の内容には．大学本来の使命である学問研

究と教育の自由を十分に保障することに関して．重大な欠陥があると判

断する。

ａ社会的要請にもとずく大学の役割について

本「試案」は、国公私立大学を含めた高等教育全般のうえから見て．各

方面からささざまた欠陥が指摘されている現行の研究・教育体制を合理的

に是正イろための抜本的改革案としては、内容的に一応評姉寸べき点があ
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ろ｡しかしながら、今回の「試案」が．大学の伝統的な研究・教育制度が

現代の高度産業社会の要求にこたえる能力を十分に発揮しえなくなったと

いう認識に重点がおかれて作られたものであるならば．今後､大学のあり

方に一つの問題を残すことにたろう。もちろん・われわれは大学における

研究・教育活動が社会とかかわりなく行なわれるべき性質のものであると

は考えていたい。しかし左がら、大学における教育は、最も基本的には高

度の市民教育としてとらえられるぺきものであって・産業界の要請に直接

に応じることにあるのではない。現代においては・市民社会と産業界との

理念．利益の不一致、双方の間の矛盾の増大こそが特徴的である。大学の

理念と機能とは．市民社会とのかかわりにおいてこそ展開されるぺきであ

るが．本「試案」においては．この視角が欠落し・産業界の要請にエろ職

業・技術教育の必要性の強調が全体をつらぬいている。これは、大学の重

視すべき市民教育の根幹である一般教育を否定し、その破壊を結果するも

のといわざるをえない。

このように本「試案」は大字の役割を社会の現実的要請に偏してとらえも

批判性．独創性という重要な役割を軽視している。したがって､雀尤､全

体を通じて研究の軽視と人間形成のための教育についての認識に欠けると

ころがある。

のみならず､もし､前述のような発想に立脚して改革が遂行された場合

には．大学における研究・教育の方針や計画の決定にあたって学問的要請：

とは矛盾する影響力が外部から及ぶことが考えられる。この意味において．

本「試案」は内容の点で．政府、産業界の意向に沿う大学改革を実現する

ための世論誘導的性格が溌厚なものと考えざるをえない。

4．高等教育制度の多様化と研究・教育の分離について

（１）高等教育制度の多様化について

高等教育の現状おエび社会的要請から見て･高等教育制度を多様化す

ることの必要性はある程度認めざるをえないがｂとの構想について具体
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的左肉づけがなんら示されていたいので、この戎費では、これ以上の評

価をすることはできない。ただ．この構想は．現状にかんがみて．制度

的に大学間の格差を生み出す方向に類別化され、現状の高等教育のゆが

みを一層拡大させる方向に進むおそれがあることは指摘できる。多様化

は、個人の能力を最大限に伸ばすためのものでありｃ格差づけのためて

あってはならない｡

(2)研究・教育の分離について

本「試案」では．高等教育の大衆化と学術研究の発展．高度化とを二

律背反的にとらえ．高等教育機関における研究と教育の分離を提案して

いる。これについては｡基本的な考え方としては傾聴すべき点もあるが｡

大学に』夢いては従来から研究と教育とは不可分のものとされており．あ

る種の教育機関においては．研究は不要であると受け取られる表現があ

ることは問題であるｏ

大学教育が高度の批判力や創造力を持った市民の育成を目ざすもので

ある以上．本質的にその教育は研究と不可分の関係にある。この点はっ

一般教育についていえるだけでなく、大学における専門教育においても

研究と不可分の関係において行なわれることによって．はじめて創造性

を持った専門技術者の養成も可能とまるのである。

この高等教育機関の本質をたす研究と教育の統一が．現実の困難性に

もかかわらず正しく保持される方向を追求することこそｃ現在最も強く

要請されるところである。'本「試案」の提案が単に国家行政の「効率化」

という観点からの発想であるとすれば．国家百年の大計を誤るものとた

ろう。

(3)研究・教育の理念について

本「試案」は、高等教育機関の多様化や研究と教育の分離など重要な

提案をしているにもかかわらず、その基盤となる高等教育における「研

究・教育」のあるべき姿についての中教審の理念や哲学が示されていた
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いばかりか､大学の教育機関としての機能の方が強翻され、大学におけ

る研究のあり方とその人的・物的な制度の保証を軽視している。すなわ

ち本「試案」前文では．今後の高等教育の改革を実行に移していくうえ

で．「漸進的に試行を積み重ねることが適当」であると述べており、わ

れわれとして般も関心を持つ学術研究体制や研究条件、研究費などの問

題についての本格的な検討は．今後にゆずるとされている。したがって

「基本構想試案」とはなっているものの．実際は学問:研究の面を捨象し

た、主として大学の管理運営制度の改革を意図する試案にとどまってい

るｏ

とのエうに本「試案」は、管理運営面のみに重点をおき・研究・教育＝

体制を軽視したものであｂ本「試案」の中で提案されている管理・運営

機構に対応してｃいかなる研究・教育体制が構想されるのかを確認でき

るまでは．われわれの総括的な評価は保留しておく。

5．教育'課程の改善方向について

（１）一般教育課程の改善方向について

本「試案」ては．「一般教育・専門教育という形式的区分を廃し。そ

れぞれの教育目的に即して必要な科目を組織した総合的な教育課程を考

える中で．一般教育の目的を達成する」エゥ提案している。

しかし．これ雀での戦後の大学の歴史はｃ一般教育に形式的な市民権

を専門教育とともに与えてきたにもかかわらず。実際には専門教育の中

に一般教育が埋没させられてきたことを物語っている。したがって・と

のエうな提案では数年を経ずして戦後の大学教育の基本理念の一つであ

る一般教育は、大学から姿を消すこととなる，。さらに語学教育にっI（

ては．実用．実利的な面のみをとらえ．一般教育としての役割を持つ面

を無視した改革の提案があり．また体育教育の廃止の提案があるが、こ

れらも前述のような視点から批判・検討されるべき重要な問題である。

｡､
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（２）教育方法の改善方向について

職業・技術教育を研究から分離してｃ産業界の要請に合致する質の技

術労働力の大量供給が新しい教育機器を使用する「教育方法の改善」と

いう名目でいわれている。これは安上がりの教育を志向するものといわ

れても仕方のないアプローチである。

6．高等教育機関の管理運営体制の合理化

（１）新しい管理機関の設置について

本「試案」に見られる管理・運営制度も現行制度と比較した場合、一

応のところは整理ざれ合理化されたものであることは否定したいにして

も、それだけにともすれば大学の外部権力からの独立性を確保すること

が困難にたる事態も予想され｡ひいては研究・教育のあり方にも深いか

かわりを持つと考えられる。

大学の役割を社会の現実的要請に偏してとらえ．批判性．独創性とい

う重要左役割を軽視しているという認識から゛との生うな提案には．大

学の管理運営を一般社会における機能としてとらえ．そのエうな範ちゅ

うでの合理化と官僚的統制強化の意図がうかがえ．大学本来の自治ない

し自由な雰囲気が阻害される危険性を持つ。

かりに中枢管理機関の設置を認めるとしても．その機関に集中すべき

機能を綿密に検討しなければならない。たとえば建造物．器物の維持管

理．学生の入学．進学、登録取得単位や成績の記録．就職。証明書の

発行．職員の給与などに関する事務は．集中することが可能であり．そ

の意味で．事務機構の合理化は必要である。だが．研究計画、教官人事．

研究費の配分・用途．カリキュラムの決定や学生の研究上の指導とか学

位・単位の認定などについては、その権限を中枢管理機関に集中するこ

とは賛成できたい｡それらについては．現行の学部教授会に相当する教

育組織の自主性が．制度上確立されなければならない。本「試案」のを

雀では大学は強力左中枢管理機関によって全面的に統制される単一組織

－７５－



と茂り、また教育は「教育的努力を助長するよう承給与制度」（第２の

８「教員の人事｡処遇の改善」）によって．その研究と教育とが管理さ

れることとなろう。

（２）中枢的な管理機関への学外者の参加について

市民教育の場としての大学の理念に立つならば．それに矛盾する外部

諸勢力の介入を容易ならしめる教員選考｡業績評価への学外者（多くは

業界人となる可能性が強い。）の参加には賛成できない。少なくとも・

評価そのものが産業界の価値判断基準に左右される危険性が大である。

そのれは永年の努力によって形成されてきている大学自治の一つの基本

支柱である人事権の大学からの取り上げである。

7．大学の法人化と国の財政援助について

大学を特別な法人にすることは、大学の自主性を容認しつつ・国が財政

操作を通じて間接的にこれを統制÷る方式であるといえよう。本「試案」

は、数か所にわたって「援助し、かつ統制する」という官僚的な方針が強

調されており．「援助すれども統制せず」という望ましい態度は．ついに

見出されない。われわれは．このような国の統制強化と結びつく恐れのあ

る法人化に賛成することはできない。

大学自治のもう一つの基本支柱は財政の自主性であるが．これまでにお

いても大学財政は政府によって集中管理され、大学政策の重要なテコとし

て機能してきている。本「試案」てはこれだけの大学改革を提唱し左がら、

その物的保証としての財政のあり方には全く言及されていたい｡.,この点逹

たとえば．文部省とは独立の機関を設置し、その手に財政の管理を委ねる

童どの措置を考案することによって．大学自治の支柱としての財政の自主

性を確立する方向を採ることこそ．提案されるべきである。

８高等教育の整備充実に関する国の計画調整について

「国民全体の立場に立つ公的機関」の設置は．きわめて重大な意味を持

つものと思われるが．計画を樹てる主体が不明確であることなど。その性
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格がはなはだあいさいであり．特にこの機関と国．国会．大学などとの関

係が問題である。財政援助をする国からは．自由で公正な立場に立つ独立

の機関であって．学問研究と教育とに対寸ろ長期的展望のもとに「計画を

立案し、その実現を推進する」ものでなければならない。本「試案」には、

それを保証する具体的な肉づけがなんらたされていない。

９．学生の生活環境の改善充実について

本「試案」には全体として昨今の大学紛争に対する治安対策的発想がと

かく長期的ビジョンのよそおいをもって語られている。たとえば、この

「学生の生活環境の改善充実」における学寮問題へのアプローチがそうで

ある。よしんば．学寮が紛争の根源地であるような状況があるとしても．

現時点で紛争によって管理が困難にたるという一部学生の策動にエろ表面

的現象のみをとらえて．ただちに学寮の存在価値なしとして、その解体を

どを提案オペきではないと考える。

大学の大衆化によって経済的に恵在れたい学生の多い現状からして､．

学寮にはなち大きな教育的・経済的意義が十分存在しており､これに代る

ぺき施設整備の方策も確立していたい現段階ではとかく充実の壷おぎ，に

されがちな福利厚生施設としての学寮の充実こそが声となるべきである。

10．大学入学者選抜制度の改善の方向について

基本的な方向は評価できるが､具体的な検討項目の考え方には問題があ

り．個々の大学の特性を認めて能力の適性を判断できる弾力的な基準の検

討が重視されね'ばならない。この意味で学生定員数を超えて能力のあるも

のが入学できる方向で.それを可能にする教官および施設をどの充実を含め

た改革につき検討すべきではないか。そのためには教育制度全般の改革と

入学生選抜制度とを関連づけて検討する必要がある。なお本「試案」には．

ここでも共通テスト活用による統制的な姿勢が示されている点を指摘した
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私立大学の問題について

本「試案」ては己全国の学生の７割を受け持っている私立大学についで

ほとんど触れられていないが、私立大学の問題を抜きにしては．わが国の

１１．
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②

現在の高`等教育を適確に論じえないであろう。 』
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